
午前１０時２分 開議

○議長（薮野 勤君） ただいまから平成１１年第

２回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において８番 松原義樹君、９番

奥和田好吉君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、泉南監報告第３号 例月現金

出納検査結果報告から日程第５、泉南監報告第８

号 例月現金出納検査結果報告までの以上４件を

一括議題といたします。

本４件に関し、監査委員の報告を求めます。監

査委員 谷 外嗣君。谷君。

○監査委員（谷 外嗣君） おはようございます。

議長のお許しを得ましたので、ただいまから平成

１１年２月、３月、４月分の例月現金出納検査を

執行いたしました結果を報告いたします。

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づ

き、平成１１年２月、３月分は平成１１年４月２

６日に、平成１１年４月分は平成１１年５月２６

日に、黒須監査委員と私が検査を執行いたしまし

た。これにつきましては、一般会計、特別会計等

収入役扱い分並びに水道事業会計分の関係資料を

中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、預金現在

高について収支内容を照合したところ、いずれも

符合しており、出納は適正に行われていたものと

認定いたします。

以上、甚だ簡単ですが、検査報告といたします。

なお、当報告とは直接関連ございませんが、地

方自治法第１９９条第４項に基づく定期監査を実

施しましたので、その結果報告書をお手元に配付

いたしております。あわせて報告させていただき

ます。

以上です。

○議長（薮野 勤君） ただいまの監査委員の報告

に対し、質疑等ありませんか。 和気君。

○１３番（和気 豊君） １０年度の４月までの報

告が出ておるんですが、お示しになっておられま

－１４８－

す資料、市税収入状況調べですね。ナンバー１０

なんですが、ここで本年度と対前年度比の比較が

出ているわけです。９年度も収税率は非常に悪か

ったわけですが、出納閉鎖を１カ月後に控えたこ

の４月末の状況調べでは、本年度は８１．４９％と、

こういう数字になってるんですね。これで、この

収税の中での空港関連税収の収税状況はどうなっ

てるのか、そしてこれを差し引いた収税状況につ

いてはどうなのか、このことについてお示しをい

ただきたい、こういうように思います。

○議長（薮野 勤君） 谷君。

○監査委員（谷 外嗣君） 和気議員の御質問にお

答えをいたします。

数字的なもんですので、事務局の方から答えさ

していただきます。

○議長（薮野 勤君） 山野総合事務局長。

○総合事務局長（山野良太郎君） １０年度の空港

関連税収でございますが、空港関連税収について

は１００％入っております。空港関連税収を引き

ましたパーセントでございますが、推定でござい

ますので、７７％ぐらいになるということでござ

います。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 大変な税収、収税率の落

ち込みだというふうに思うんですが、対前年度よ

りもさらに悪化をしている。市当局に対するこの

辺の指導、勧告についてどういうふうにされたの

か、とりわけ課税客体ですね。これが今大変な不

況下の中で、さらに失業率等が５％を超える。人

数にしても大変な数になっているわけですが、４

００万を超えるというふうな数字になっておるわ

けですが、この辺の課税客体の掌握、これ抜きに

はいわゆる収税率の向上等図れないのではないか。

その辺のことについての指導、勧告なりをどうい

うふうにされているのか、できればお示しをいた

だきたい、こういうように思います。

○議長（薮野 勤君） 谷君。

○監査委員（谷 外嗣君） じゃ、お答えをいたし

ます。

前からこの収税率が悪いのは、滞納分の問題が

ずっと続いてきてるわけで、僕が監査委員になっ



たときにそういう質問もありました。どう処理し

ていくんだと、そういうことでお答えしてると思

いますが、滞納分に関しては種類別に分けて、こ

れからきっちり取れるもの、あるいは取れないも

の、何種類かに分けてやっていくと。それをコン

ピューター処理も含めてお願いをしてるところで

ございます。

まだ取りかかったところでございますので、こ

れから徐々にその辺の収納率も含めて変わってい

くのではないかなと思っておりますので、よろし

くお願いをいたします。

〔和気 豊君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） ほかにございませんか。

以上で監査委員の報告に対する質疑を終結

いたします。

以上で監査報告４件の報告を終わります。

この際お諮りいたします。本日これより上程予

定の報告及び議案につきましては、いずれも会議

規則第３７条第２項の規定により、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って、本日これより上程予定の報告及び議案につ

きましては、いずれも委員会の付託を省略するこ

とに決しました。

次に、日程第６、報告第１号 専決処分の承認

を求めるについて（平成１０年度大阪府泉南市一

般会計補正予算（第１０号））を議題といたしま

す。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました報

告第１号、専決処分の承認を求めるについて、平

成１０年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第１

０号）につきまして御説明を申し上げます。

専決理由につきましては、市税の納期前納付者

の増加によりまして報奨金、過誤納還付金及び還

付加算金に不足を来しますため、並びに市営住宅

－１４９－

に係る所有権移転登記手続請求事件の提訴による

弁護士報酬の支払い事務が生じることによりまし

て緊急に経費の予算措置が必要となりましたため、

専決処分を行ったものでございます。

３ページをお開きを願います。歳入歳出の総額

にそれぞれ２，４１４万６，０００円を追加いたしま

して、歳入歳出の総額を１９９億９，１７８万７，０

００円とするものでございます。

それでは、歳出の内容につきまして簡単に御説

明を申し上げます。８ページをお開きを願います。

徴収費の１，５５９万２，０００円でございますが、

これは市税の納期前納付者がふえたことによる前

納報奨金６４０万円と、市税更正に伴い納付者に

還付する過誤納還付金及び還付加算金９１９万２，

０００円がふえたことによるものでございます。

次に、訴訟費の報償費８５５万４，０００円でご

ざいますが、泉南市営氏の松住宅、高岸住宅及び

砂原住宅のそれぞれの入居者６４名から払い下げ

を求めて提訴された所有権移転登記手続請求事件

に対応するため、当市顧問弁護士に訴訟代理人を

委任するに当たり、泉南市訴訟事件等の報酬に関

する規則第４条の規定に基づく着手金を補正した

ものでございます。

なお、歳入の明細につきましては、７ページに

記載のとおりでございます。

まことに簡単でございますが、説明とさせてい

ただきます。御承認賜りますようよろしくお願い

を申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） 今、助役の方から説明があ

りましたんですが、訴訟費用の８５５万４，０００

円の分でございます。これは前回の議会に提案さ

れて、審議未了、廃案になったと思うのですが、

大変長い経過のある問題で、この問題については

やっぱり住民から裁判が提起されたとはいえ、か

なり市の責任のある問題も大変含んでおりますか

ら、議会で十分このことは議論をして判断するべ

き内容だと思うんですね。

簡単にここに至った経緯と、それから前回審議

未了、廃案になって、議会を開く間がないという

ことは普通あり得ないと思うのですが、なぜ専決



をしたのかということも含めて、ひとつ御報告を

いただきたいと思います。それから、応訴に当た

っての市の基本的な主張についてもご報告をいた

だきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） この件につきまして、

過日６月１８日の議会運営委員会においても報告

さしていただいたところでございますけれども、

平成１１年度第１回定例会に追加議案といたしま

して、３月１８日、議案４０号として提出させて

いただきました。

そして３月２９日、正確には３０日の午前０時

になるわけでございますけれども、会期切れによ

る自然流会となり、この件につきまして審議未了

となったということでございまして、私どもとい

たしまして、相手から裁判を起こされてることで

もございましたし、早急に対応していくという必

要がございました。そのために、先ほど助役が申

しましたように、地方自治法の１７９条第１項の

規定によりまして専決処分といたしたものでござ

います。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 訴訟に至った経過とい

うよりも、訴訟を受けた経過ということでござい

ますが、平成１１年の１月１４日に３団地の６４

名の入居者の方々が訴状を大阪地方裁判所堺支部

に提出されました。内容については、訴状の送達

の日の売買を原因として原告ら目録 これは相

当ありますので省略させていただきますが、要す

るに６４名の入居者の方々の敷地、これについて

の不動産について所有権移転登記手続をせよとい

う内容でございます。これに対して泉南市は、そ

の訴えが正当なものではないという判断のもとに

答弁書を作成いたしまして提出をしたということ

でございます。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 余りにも簡単過ぎて、中身

はほとんどわからないんですけどね。まず、細野

さんが答弁された地方自治法の規定によりと言い

ますが、なぜ議会を開く間がなかったのか、ちゃ

んと正当な理由が説明できるんでしょうか。これ

は専決してしまっとるわけですから、これだけず

－１５０－

っと議会の中でも議論された問題について、初め

て裁判ということを市が受けるわけですので、そ

ういうことについて十分議会が議論をするのは当

然ですので、そう簡単に専決をしたということで

は困ると思うんで、どういう理由でなぜそういう

きちっと議案の審議をしなかったのか。

これは議会も含めて審議未了、自然流会になっ

ておりますけども、やはりこれは原則的には廃案

なんですね。そうでしょう。議会の責任というこ

とだけの問題ではなしに、やはりその問題が十分

議会の方でも審議しなかったというのは、大きな

政治的な判断も背景にはあるわけですから、そう

いう点ではちゃんと議案として出して、審議をし

て執行するべきじゃないんですか。

これだけではなしに、いろんな問題で私は専決

が多過ぎると思うんですね、これまでも。議会が

審議未了になったということは、もっと重大に受

けとめて、ちゃんと議会を開いて審議をしてから

執行するというのは当たり前の原則で、特例を簡

単に使うというのは、僕は問題じゃないかと思う

んですね。

これは事前の説明の中にもありましたけども、

じゃ委員会というのが常設してずっとあるわけで

すから、執行する前に委員会に諮るというのは、

それは僕は変則的とは思いますが、やっぱりそれ

でもなおそういう手続をちゃんと議会に対してし

ないと、私は安易に専決をしとるという批判は免

れないと思いますよ。そういう点でどうなんです

か、これ。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 私どもといたしまして

は、時期的に第１回定例会に議決していただくと

いう必要性から、第１回定例会に議案として提案

さしていただいたと。それが審議未了となったと

いうことによりまして、いわゆる定例会まで時期

的になかなか臨時会も開くいとまもございません

し、また裁判ということで我々といたしましても

早急な対応が迫られてございました。そういう中

で専決といたしたものでございますので、よろし

くお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） それは答弁になってないで



すよ。市長は議会の招集権があるわけですわ。議

会はそのためにあるんでしょう。そしたら、審議

未了になったということは、議会の審議をしてな

いわけですから、市長がちゃんと議会を招集して、

その後は議会に投げられたボールですから、議会

が考えることですよ。

市長の招集権も、別に臨時議会も何も開いてな

いわけでしょう。こういう問題は開くべきじゃな

いですか。市長、このことについて専決を 私

はこの問題だけじゃなしに、ずっと私も議員にな

ってから、こんなん専決せんでも議会開けるのに

なと思うことが多々あったように記憶しとるんで

すが、議会は常に審議するものとして用意されと

るわけですから、市長はちゃんと議会を招集して、

そして専決をせずに、審議をした上で議会の意思

を受けて執行するべきじゃないですか。

市長、このことについて今後の問題もあります

けども、こういう専決のあり方についてどういう

姿勢でこれから臨むのか、この問題についてはど

ういうことであったのか、市長が招集権を持っと

るわけですから、市長からきちっと、議会の審議

権も保証した中での答弁をいただきたいと思いま

す。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

〔小山広明君「市長にと言うとるやないか。招

集権は市長にしかないでしょう。あなた今答

弁したやないか」と呼ぶ〕

○総務部長（細野圭一君） 先ほどの補足的になる

かと思うんですけども、自治法の１７９条でござ

いますけども、ここで長の専決ということを記載

してるわけでございまして、議会が成立しないと

き、議会を開くことができないとき、長において

議会を招集するいとまがないと認めるとき、あわ

せまして議会が議決すべき事件を議決しないとき

という項がございます。その項に合わせまして、

私どもといたしましては専決をさしていただいた

ということでございますので、よろしくお願いし

ます。

〔小山広明君「補足、市長どうなんですか」と

呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） この案件は、訴訟の提起が

－１５１－

１月の１４日にされまして、当然我々もできるだ

け早くこれに対応するために準備をしなければい

けなかったわけでありますが、たまたま３月議会

も近いということもございまして、３月議会で上

程を予定さしていただいておったわけでございま

すが、議員ご承知のように非常に混乱しまして、

その混乱の原因というのは十分御承知やというふ

うに思いますが、そういう過程の中で流れたと、

こういうことでございますから、私としては非常

に残念に思っております。

本来は議決をしていただくというのが当然のス

タイルだというふうに思っております。訴訟日程

等も組み込まれてきておるという中で、早急に我

々としても準備をしなければいけないということ

で、専決処分をさしていただいたわけでございま

す。

基本的なことのご質問もございましたけども、

当然議案でございますから、議会にお諮りをして

議決をいただくというのが本来のあり方だという

ふうには思っております。

○議長（薮野 勤君） 小山君。まとめてください。

○２番（小山広明君） この問題は、私は大変残念

だと思うんですね。やっぱり同じ案件絡みで、２

回もこの住宅問題では市長が出した議案が否決さ

れておるという問題をはらんでおるわけですから、

当然こういう問題については、議会に議論が大い

にあるということは予想されておるわけですので、

そういうものを専決をして執行してしまうという

のは、私は大変問題だと思うんですね。

この問題は、長い間行政みずからが市営住宅の

払い下げをすることを明言をして、市長がかわっ

たらまた１８０度変わる方針を出して、しかもそ

れも十分とか、全く住民に説明ないまま行政執行

しとるわけですから、当然こういう問題は、我々

市民からのいろんな声を代弁する場としては、大

いに議論のあるところなんですね。

そういう点で、早期解決を求められる案件でも

ありますし、こういう裁判に突入していくことが

果たして本当に市民の負託にこたえた議会として

の機能が果たせるのかということで、議員一人一

人は大変悩んでおる問題ですから、こういう問題

は十分議論した上で予算を執行してもらいたいと、



私はそう思います。

それから、それの中身に入るんですが、この８

５５万４，０００円という金額は着手金という形で

説明があったんですが、裁判の経過として、これ

最終的にずっと裁判が続くとすれば、どれぐらい

の費用がこの裁判のためにかかるのかという、そ

ういうなのは行政は当然計算をされとると思うん

ですが、どれぐらい金額が これ着手金ですか

ら、今後どういう形でお金が必要になってくるの

か、この辺の御説明をいただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 細野部長。

○総務部長（細野圭一君） この裁判で敗訴した場

合には、この着手金にてあとはなしと。そして、

勝訴した場合には成功報酬として同額。そして和

解の場合、そのときにはいわゆる市側の利益と申

しますか、その分に応じて割合が弁護士に支払わ

れるということになってございます。

○議長（薮野 勤君） ほかにございませんか。

成田君。

〔小山広明君「ちょっと待ってくださいよ。議

長、おかしいですよ。こんな切り方今までな

いでしょう、議長。ちょっとおかしいぞ。議

長、何ですか、これは。こんな切り方今まで

ないですよ、議長。どういう権限で切っとる

んですか」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 会議規則では質問の回数が

決定されております。再度注意をいたしておりま

す。

〔小山広明君「だけど、中身を見てくださいよ。

何も進められてないじゃないですか、話が。

そんなんおかしいですよ」と呼ぶ〕

〔林 治君「議長、議事運営」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 議長ね、やっぱり議案に

よっては十分な議論ができるように、議長として

は保証していただきたいと思います。それだけで

す。

○議長（薮野 勤君） 小山君に申し上げます。た

だいま申し上げましたように、会議規則の規定も

ございます。皆様も発言のそれだけのものを用意

しておられますから、小山さんの時間の中で長時

間に及ぶということについてはご検討いただかな

－１５２－

いと、私の方ではそれを指名するわけにはまいり

ませんので、その点配慮の上、発言願いたいと思

います。 小山君。

○２番（小山広明君） いつもね、議長、そういう

形で整理されていらっしゃると思いますよ。いき

なり質問中にすぐ切るということは、今までかつ

てなかったですよ、そんなもん。何でそういうこ

とをそんな強権的にやられるんですか。そういう

ことでちゃんと議長、もっと民主的な運営をやっ

てもらいたい。この問題がどれだけ重大かという

のは、議長よく知ってらっしゃるじゃないですか。

今までの泉南市の議論の歩みを見ても、こんなこ

となかったわけですから、議長、大変残念ですよ。

また、そういうことがあればちゃんと私まとめて

やりますからね。

○議長（薮野 勤君） 小山君に申し上げますが、

議会運営の論議につきましては別の場でもござい

ますので、そのときにおいて十分な論議をいただ

きたいと思います。本会議中でございますので、

会議規則に従うところの理解をもって対応してい

ただかなかなければ議会運営が困りますので、そ

の点の配慮をお願い申し上げたい。

○２番（小山広明君） これは委員会に付託されて

おるわけでも何でもない、本会議で即決して審議

しとるわけですから、ほかの場で言うことがある

でしょうと言ったって、これは結論出るわけです

からね。それは議長のそういう見解というのは、

僕は問題だということを抗議をしときます。

この問題、中身に入るまでに切られて本当に残

念なんですが、これから中身にきちっと入って、

これは手続の問題で今私は質問したわけですから、

中身の問題で、この応訴をするに当たって、市の

方の言い分でございますが、これまでの議論では、

住民の要望にこたえられないという理由として上

げたのは、建設省の許可がおりないということだ

ったと思うんですね。

これまでの市の流れからいえば、市としてはこ

の問題は財政問題に発端があるんですが、財政問

題から市の方から働きかけられて、この１３団地

についての払い下げを決定し、建設省とも交渉さ

れてきたと思うんですね。その前には恐らく事前

の打ち合わせがあったと思うんですが、この団地



を含む１３団地については払い下げを行うという

ことを行政決定をし、議会でもその承認をして予

算が執行されてきたわけですね。この流れは事実

ですから、否定はできないと思うんですね。

その後、３団地が、議事録の中では、建設省の

許可がおりないので払い下げができないという発

言があります。しかし、その後の議事録の中でも、

この３団地については必ず払い下げを行うと、そ

して住民との話し合いの中でも、二重地番とか旧

名義の整理ができれば必ず払い下げを行うから待

ってほしいということを行政の組織としてちゃん

と約束してきた問題なんですね。

そういう経過の中から、維持管理も自分でする

ように、またその間は家賃の値上げは保留すると

いうような経過を踏まえた問題ですから、行政に

全く落ち度がないという問題ではないわけですか

ら、住民の移転登記をしろということが、一昨日

来の議論の中でも、当初１０年したら払い下げを

すると言ったその約束が正当かどうかということ

に裁判は争われておりますけど、そういう経過を

踏まえるならば、この問題は相当市に責任がある

わけですから、単なる神学論争ではなしに、やっ

ぱり現実的に早く解決するということをしないと、

きのうの学校の問題で２０年たったからぼろぼろ

だという話がありますが、市営住宅も４０年以上

たっとるわけですね。しかも木造なんですよ。家

主としても大変危険なところに市民を住まわしと

るわけですから、そういう点では、これはそうい

うどっちに言い分があるかとか、法律的にどうか

という問題だけではなしに、早く解決をしないと、

もし何かあった場合に、議会もやはり行政をチェ

ックする責任を持っとるわけですから、大きな政

治的責任、組織としての責任に発展せざるを得な

いわけですね。

このごろ大変大きな風も吹いておりますし、雨

も降っておりますから、そういう点でこの問題は、

裁判所に任せておけばいいという問題ではない問

題を私は持っとると思うんですね。そういう点で

は、この裁判をされたことについて、市はあくま

でも闘うということになりますと、最高裁まであ

るわけですから、これからどれだけ時間がかかる

かわからない。
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そういう問題を果たしてこの住宅の現状が待て

るのかということからすれば、議会としてはこの

８５５万４，０００円の応訴費用については認める

かどうかというのは、大変慎重にならざるを得な

いと思うんですね。

そういう点で、市長、こういう問題、そういう

現状、今の危険な状態、はるかに耐用年数を過ぎ

てしまったところに今なお家賃を取って住んでい

ただいとる、そういう状態についてどういう責任

を政治家市長としてとろうとしておるのか。

家賃問題も、これは否決されておりますから、

そういう強制的な法的な手段は今とれないように

なっとるわけですけども、そういうものも全部含

めて円満解決を市長はどういうふうに考えるか。

あくまでも裁判で最後まで闘うという姿勢を、そ

ういう客観的状況も踏まえていまだにお持ちなの

かどうか確認をしておきたい、このように思いま

す。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私になりまして、入居者の

皆さんとお話し合いをしたときに、あれは何年で

したか、年内に結論を出してくれということで、

それは建てかえでも、それから払い下げでもどち

らでもいいと。とにかく結論を出してくれと、こ

ういうことであったわけです。ですから、私も悩

んだ末、建てかえという決断をしまして、入居者

の皆さんにお話をしたという経過がございます。

そのときは代表者でしたから、すべての入居者を

集めるからそこで説明してくれということで、翌

年の１月に水道庁舎で皆さんに説明をいたしまし

た。

そういう一定の経過を踏んでおりますから、私

としては入居者の皆さんと、少なくとも私の時代

になってお話し合いをしたことについて１つもた

がえたことはございません。結果はどう評価され

るかは別にいたしまして、そういう経過を踏んで

おります。

なおかつ、その後いろんな問題提起もありまし

たので、何とか隘路を探す道はないかということ

でいろんな方法も検討し、また提案もさしていた

だきましたが、残念ながら訴訟ということにされ

たわけですね。ですから、我々としては訴訟され



ているわけでありますから、当然市民の財産を守

るという立場でそれに対抗していくということで

ございますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〔小山広明君「議長、最後にします」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 市長、これ常識的には、私

今経過をずっと言いましたけど、市長の一番大き

なネックは、建てかえをするという結論を出した

と。これは事実ですよ。しかし、じゃ払い下げし

ないということですね。そのことに当然伴ってく

るのは、補償の問題ですよ。明確に約束したわけ

ですから。その補償は一切考えませんという、そ

ういう手法が果たして通用するのかということが

問題なんですよ。

じゃ、建てかえすると言ったのがもう３年以上

たってますね、市長が結論を出されてから。じゃ、

建てかえするめどがついたんですか。住民が恐ら

く建てかえをするというめどがつけば裁判にいき

ませんよ、そら。今の結論は、建てかえもしない、

すると言ったけどもできない。払い下げはもちろ

んしないと言っとるんですから、全く今の現状を

そのまま放置すると。

重大なのは市長が言うように、建てかえします

けども合意なしにはやりませんと、入居者の合意

がなければやりませんと言っとるんでしょう。何

もしないということであるととるのは常識じゃな

いですか。そのときに住民にどういう選択があり

ますか。何もしなくて、このまま放置されるんだ

ったら、第三者である裁判の場で結論を出しても

らわざるを得ないと考えるのは、当然の成り行き

じゃないですか。何も好きこのんで住民が、あな

た方でも八百何十万金がかかるわけでしょう。住

民もそれ以上のものがかかり、住民が訴えるとな

れば全部資料をそろえないかんのですよ、住民が

証拠を。

保存登記１つあるわけでない。土地の確定の分

筆登記があるわけでない。市の、全く市営住宅と

して管理されてないんですよ、第三者に対抗でき

るような資料としては。保存登記１つしてないで

しょう。別にせんでいいという法律はないですよ。

しなければならないという法律はないかもわかり

ませんが、少なくとも市の財産を管理しとる限り
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においては、どこまでの土地が何坪あって、それ

に対して家賃はこうだという最低限の確定は、本

来は公的にしとかないけないのに、あの３団地に

ついては、各家のきちっとした面積確定の図面も

ない。この問題が起こってから旧名義で、泉南市

が行政として買ったのにまだ人の名義であったと

いうような問題もあるわけでしょう。

公的な、市民の財産を守るといいながら、管理

そのものが全くされてない。しかも、１，５００円

やそこらの家賃で長年放置してきたことも、市民

に対して申しわけが立つんですか。それは、背景

に払い下げ問題があるから家賃を上げなかったん

じゃないですか。そして、その家賃だけ上げなか

ったら別やけど、ほかの家賃も全部上げてないで

しょう、この問題は。

あなた方が市民の財産を守ると言いながら、そ

ういう管理体制というのが全くとれない問題の１

つとして、こういう市営住宅の問題が長期化した

問題があるんじゃないですか。本当に真剣に市民

のために財産を守り、市民の権利を守っていくと

いう姿勢があるなら、今日までこの問題を放置し

てないですよ。

しかも、そういう経過があるのに、建てかえ計

画を立てるときに、その経過を知らなかったとい

うようなことを本会議で言うような、そんな答弁

ありますか。この問題はいずれにしてもあなた方

が１００％勝つということはあり得ないですよ。

そういうことであるならば、あなたの任期中にこ

の問題が解決する手法をちゃんと出すべきですよ。

建てかえでもいいですよ、ある意味で。しかし、

そこには当然常識的な対応が伴ってくるわけです

からね。それをあなたは、いやそれはやらないん

だと。そして、合意を得なかったらしないんだと。

何をするんですか、一体このあなたの結論は。だ

から、今日に至ってもめどが立ってないんでしょ

う。

あなたと市民というのは雲泥の差ですよ、権力

的に、権限的にも。平等に並べてお互いが歩み寄

りましょうというような話と違いますよ、あんた。

この議論の中にもありました。力ある者がちゃん

とした明確な道筋を出さなかったら、どんな問題

の解決もないですよ。力のない者に解決能力はな



いわけですから。

この問題は重大な問題だけに、専決してほしく

なかった。十分議会の議論も踏まえてやってほし

かった。ひょっとしたら、あなた方に裁判所で移

転登記しなさいと言ったら、ほっとするというよ

うなものがあるんじゃないですか、逆に言うなら。

勝つ自信もないはずですよ、こんな問題。だから、

そういう点で第三者に任せないとどうにもならん

問題じゃないですよ、この問題は。

あなた方がみずから言ってきた問題のけりじゃ

ないですか。それを裁判所にけつを振って、裁判

所の判断を待つんだと。そんなことで市民が信頼

してあなた方の行政を見ますか。あなた方に全権

あなたは主権者である市民に選ばれた市長じ

ゃないですか。何でもこのまちで起こったことは、

あなたが解決する能力を与えられとるんですから

ね。

そういう点で、この問題については、やはりそ

ういう市長の政治判断、リーダーシップが絶対求

められる。裁判にゆだねるべきじゃない。何ぼ訴

えられたにしても、あなた方が訴えを下げてもら

うような方法を提起することは十分あり得るわけ

ですから、最後まで闘うというのは、一体どうい

う状態が想像されるか、あなた想像してください、

きょう帰ったら。最後まで闘うと言うんですから。

そういうことを申し上げまして、私の意見にして

おきます。

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） この問題につきましては、

長年の経過を経て、最後は市民から市長が訴えら

れると、それで市が受けて立つという経過になっ

たんですけど、１つ問題点は、先ほどの質問にあ

ったんですけど、議決を経ず専決処分でしたとい

う、これは甚だ議会を無視した対応ではないかと。

このことについてひとつ市長再度、これは議会を

無視してないと、私が正しいからやったんだとい

う考えなのか。

それから、２つ目は、この財政事情が非常に厳

しい中で、よいことなら別なんですけど、市民を

相手にして８００万円以上の訴訟費を使って市民

を訴えると、市民の問題にするという、行政の最

高の責任者として、今日の時点で何らかの方法が
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あったのではないかと思うんですけど、しかし市

長は隘路はないと。結局、払い下げはしないとい

うことですけど、もともと全く相談、和解のそう

いう気持ちが 隘路がないと言うんですからそ

ういうことなんですけど、その点についてどのよ

うに考えられとるのか。

３つ目は、訴状の中身についてであります。こ

の訴状について、市長はすべて認めないというこ

となのか、そのことをお伺いしたいと思います。

それから、４つ目は、先ほどの質問者が言われ

たんですけど、４０年経過し、今後裁判闘争とな

ると、これは勝っても負けても最高裁まで行くと

何年になるかわからないんですけど、そういう市

民の、高齢者になって生活もあるし、それから精

神的負担、財政的負担、市の方は公費で市民のと

うとい税金を使って訴訟費を使うんですから、こ

れはつぶれるわけがないんですけど、市民の場合

は、とうとい自分の生活費から賄ってこういう裁

判を今後するんですけど、そういう点で私ども市

民の立場に立ったら、こういうことを何年も何年

も争っていく裁判で、果たしてこれが正しいのか

どうか。市民の立場に立って、市のメンツだけで

隘路はないという強硬な態度、何十年も争う気が

あるのか。

これは私は市民の立場から見たら、こんなこと

はすべきではないと思うんですけど、その点につ

いてはどう思うか。それから、市が負けたとき、

これはどうなさるのか、それもお伺いしたいと思

います。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、専決処分でございま

すが、先ほどの質問者にもお答えしましたように、

３月議会最終日ですね。我々はこれを議決いただ

きたいということでお願いをしておったわけでご

ざいますが、残念ながら議会が混乱をして、結果

として流会という形になったわけでございます。

非常に残念に思っております。やむを得ず専決を

したということでございます。

それから、２点目の隘路はないと言っておりま

せん。隘路を探していろんな提案をいたしており

ます。例えば定期借地権つき分譲住宅というよう



なことも提案をいたしたところでございますが、

残念ながら俎上に上げていただけなかったという

ことでございます。我々としては、いろんな提案

もさしていただいたところでございます。

あとの中身の方は、原課の方でお答えを申し上

げます。

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） 今、市長は大きな問題を

言いましたんですけど、前議会において議会が混

乱したということは、議長の責任ということにな

りますからな。これは陳謝を要求します。何をも

って議会が混乱したんですか、あの日。議会が混

乱したのは、議会の責任ですか。陳謝を要求しま

す。この言葉は撤回してくださいよ。議長、あな

たのことを言うとるんですよ、混乱したというこ

と。そうですか。市長、陳謝を求めますよ、こん

なの。

○議長（薮野 勤君） 成田君に申し上げます。議

会の混乱というその言葉の表現でございますけれ

ども、混乱の内容にもいろいろよります。その中

で、私の当時の審議の経過から申し上げますと、

決して正常な中で運営は行われなかったという１

つの問題を持っておりますし、そのことについて、

今議長に問うというあれですから、その混乱の処

理の仕方ということで申し上げとるわけです。そ

の点で、今市長からのその混乱の状況ですね。そ

れにつきましては一応お考えを表明していただい

て、あと私の方で思慮していきたいと、このよう

に思います。

暫時休憩いたします。

午前１０時５６分 休憩

午前１１時４４分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

先ほどの議事に関し、市長より発言を求めてお

りますので、これを許可いたします。向井市長。

○市長（向井通彦君） 貴重な時間を費やしまして

申しわけございません。先ほどの成田議員の質問

中におきまして、私の発言で議会運営にかかわる

発言をいたしましたけれども、これは行政と議会

という立場がございますし、私としては不適切で

あったというふうに考えておりますので、この処

－１５６－

理につきまして議長さんによろしくお願いを申し

上げたいというふうに存じます。

○議長（薮野 勤君） ただいまの市長の発言に基

づきましての削除をいたしたいと思いますので、

御了承くださるようお願い申し上げます。

１時まで休憩いたします。

午前１１時４６分 休憩

午後 １時 ２分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

成田議員の質疑を続行いたします。成田君。

○１４番（成田政彦君） 先ほど６つほど質問した

んですけど、ちょっと切れとったんですけどね、

再度答弁をお願いします。市長の答弁以外の答弁。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 漏れるかわかりません

が、お答えを私の方からさせていただきたいと思

います。

まず、２８年、３０年の建設でございますので、

公営住宅としての相当老朽化した住宅であるとい

うことは、もう間違いないことでございます。し

かしながら、泉南市といたしましても、過去屋根

の修理とか大規模な修理をしたこともございます。

今後とも、古い住宅ではございますが、最低の維

持管理はやっていかなければならないというふう

に思っておりますので、引き続いて維持管理に努

めたいというふうに思っております。

それから、訴訟についての負けた場合どうする

のかということでございますが、今裁判が始まっ

たばかりでございますので、今その時点での考え

は持っておりません。

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） 事業部長は、本会議の質

問では正義が勝つという言い方をされていました

が、正義がどちらかということをはっきり言わな

かったもんで、市が正義なのか、いわゆる住民の

方が正義なのか、それは言わなくて正義と言われ

たから、そういう言葉を使っている以上、やっぱ

り勝ち負けがあると思うんです、私は。そういう

ときの対応をどうするんかと。

それから、一番大きいのは、やっぱり４０年経

過し、高齢者なり今後の生活の問題があるという



ことで、今後訴訟を高裁、最高裁、そういう段階

で２０年もそういうことをやっていくのかという

問題を配慮したら、やっぱり地方自治体が地域住

民の福祉向上の立場にあるということで、住民の

立場のサイドからいったら、これ以上精神的な

市というのは公費で訴訟するんですから、これ

は永遠にいきますわな。しかし、住民というのは

そうはいかないと。生活はかかっておるし、結局

負担を住民に与えていくんじゃないかと私は思う

んです。

そういう点を十分に配慮しないと、この訴訟と

いうのはまた別な側面が私はあると思うんです。

そういう点で市として、この訴状については私は

住民のサイドから見たら正しくはないと。やっぱ

り話し合いで解決すべきやと私は思うんですけど、

その点はどうですか。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 先ほども申しましたよ

うに、裁判が始まったばかりでございますので、

今の時点での想定ではできませんが、地裁の判決、

これが１つの節目になるんではないかなと思って

おります。そのとき、勝つにしても負けるにして

も、それぞれ泉南市、また入居者の方々も判断を

する時期ではないかなというふうに思っておりま

すので、当分地裁の判決が出るまでは現状の裁判

に全力を注いでいくということでございますが、

その節目の時点では当然考えるべきではないかな

というふうに思っております。

〔成田政彦君「市長はどうですか」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 裁判はお互いに三審制があ

るわけでございますから、それを否定するような

ことは言うわけにはまいりません。今、一審の始

まったばかりということでございますから、これ

からそれぞれ双方がそれぞれの主張をして判断を

仰ぐと、こういう形でございますから、今の時点

では、さっき部長が答弁しましたように、我々は

訴えられているわけでございますから、それに対

する対応について全力で取り組むと、こういうこ

とでございます。

○議長（薮野 勤君） ほかにございませんか。

島原君。

－１５７－

○１７番（島原正嗣君） ２～３点お伺いをいたし

たいと思います。

１つは、この専決処分の内容については明確に

なっておるんですが、その中で訴訟費用の中での

着手金 前任者の質問にご答弁いただいたんで

すが、この着手金の決定というのか、積算基準は

どうなってるのかですね。例えば裁判の状況によ

って、あるいは物件の請求要件によって、その額

が決まるということなのか、何でもかんでもここ

に書いているような、裁判ということになれば着

手金は一定の法的な要件を満たした金額なのか、

八百何十万と書いてるんですけども、この内訳が

８５５万４，０００円と書いてますね。これはどう

いう積算基準になって弁護士に支払うのか、お答

えをいただきたい。これが１点です。

もう１点は、問題は裁判なり訴訟なりという問

題の段階で議会に提案をなされてるわけでありま

す。しかも、専決した問題でありますが、中には

わかってる方もあると思うんですが、原告、被告

はわかってると思うんですが、その裁判所に出し

た訴訟の内容、中身というものが全然議会に提出

されていない。これはお互いに間接的に聞いてい

るだけであって、本来でありますと、もう専決処

分をして、弁護士に着手金までお支払いをしたと、

こういうことになってるわけですから、どういう

ことの状況になってるのかですね。訴訟状況の中

身というものは、全然議会に提案されていない。

これはどういうことなのかですね。

しかも、５月の２４日ごろに被告の何というん

ですか、答弁書というものも恐らく出てると思う

んですが、ここらあたりの経過説明も全然ない。

これ、我々についてはちょっと理解しがたいと思

うんですけどもね。これはどうなんですか。出せ

ばいろいろ差し支えがあって、あるいは法律上問

題があるということならその説明をしてもらわな

いと、私たちにはわからん。原告、被告の間の一

定のことはわかるでしょうけども、議会で専決処

分を承認してくれという場合は、そういうことも

踏み込んで議会に説明する必要があるんじゃない

か、資料として提出する必要があるんじゃないか

と思いますが、これは出したら機密文書であるし、

機密漏洩ということになるのか、秘密漏洩という



ことになるのかわかりませんが、そこらあたりの

関係についてまずご答弁をいただきたい。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） １点目の裁判費用の積

算根拠でございますが、これにつきましては、所

有権に係るものとしましては、泉南市の訴訟事件

等の報酬に関する規定第５条第２項の規定により

まして対象たるものの時価とするという規定がご

ざいます。

そういうことでございますので、各３住宅の近

傍地の地価評価額、これを根拠にいたしまして、

それぞれの平均値に各住宅面積を掛けた総計が６

億何がしかということになってございます。それ

をもとに着手金の５０万円以下の分については各

それぞれの係数がございまして、それをそれぞれ

掛け合わせたもののトータルが８００何がしとい

うことになっているわけでございます。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 訴訟の内容でございま

すが、平成１１年の１月１４日に６４名の方々が

所有権移転登記請求事件として、大阪の地方裁判

所堺支部に訴状が提出されております。泉南市の

方には２月の２６日に送達されてまいりましたの

で、私ども点検をいたしました。

それに基づきまして、平成１１年の５月２４日

に裁判所に対しての答弁書を提出しておるところ

でございます。これらは既に裁判所に提出されて

おり、また訴えの内容については、泉南市の方に

送達されてきておりますので、御提示申し上げて

も何ら裁判に影響はないということでございます

ので、資料要求としてございますれば提出をさせ

ていただきたいというふうに思っております。

なお、当初の訴状から追加訂正等３件出ており

ますので、これについての答弁はまだ行っていな

い部分もございますので、それについてはちょっ

と出しかねるところでございます。内容について

は、建物も追加するというのが主な内容でござい

ます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） だから、問題はせっかく

専決処分をしたということで議案提案をなさって

るわけですから、専門的には、行政は行政として

－１５８－

の専門的な立場にある人は、今言った弁護士に払

った着手金にしても積算方法というのはわかって

るんです。私は少なくとも全然わからん。今言わ

れた物件、何が対象で６億の何ぼかかんとかおっ

しゃったんですけども、これは一応書類出しなさ

いや、この弁護士に払った。どういう基礎になっ

てるのか。当然でしょう、ある意味では。これが

１点ですよ。

もう１つは、今山内部長がおっしゃった訴訟を

起こされた訴状内容、これ我々全然見てないわけ

ですから、審議するにしてもどういうことなのか

というちゃんと理解をした上で、賛成にしろ反対

にしろやっぱり意見を言ったり議論をするのが当

然じゃないですか。一般議案と違いまっせ、こん

なものは。

日本の法律の中で泉南市は訴えられて、このこ

とに対して対応してるわけですから、もっと市民

に、あるいは議会に対してどういうことなのかと

いう真実を、議論をお互いにしなきゃだめなんで

すよ。今言った議会に提案すべき初歩的な資料の

提出さえなしてないということですよ、これ。議

案書の中に八百何十万と書いてるだけのことでん

がな。しかも、聞かれて初めてこういう積算にな

ってますということでしょう。そして、今言った

事実関係、経過にしても、５月何日に答弁書を出

したということについても、どういう答弁書にな

ってるのかわからんわけや、我々は。

議長、一回これどんなんでっか。そのまま行っ

ても行けんことはないですけども、やっぱりお互

い真摯に審議をするということなら、一定の資料

を僕は出していただきたい。

○議長（薮野 勤君） 暫時休憩いたします。

午後１時１６分 休憩

午後２時３７分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

島原議員の質疑を継続し、理事者の答弁を願い

ます。山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 大変貴重なお時間を拝

借いたしまして申しわけございません。それでは、

配付させていただきました資料の御説明をさせて

いただきたいと思います。



まず、受付判２月２６日と押しております資料

でございますが、これは１月１４日に堺支部に提

出された訴状の副本でございます。

続きまして、５月１８日付の資料でございます

が、これは５月１８日に訴状の訂正書が出されま

した。それの副本でございます。内容的には、原

告の４名の方たちの物件目録、また物件の面積の

表示、これの訂正でございます。

続きまして、５月２７日受け付けの訴変更申立

書でございますが、これは５月２４日に裁判所に

対して請求を追加されたということでございます

ので、その申立書の副本でございます。内容につ

きましては、建築物の請求追加ということでござ

います。

続きまして、最後の平成１１年ワの４５号とい

う答弁書でございますが、これは５月２４日に泉

南市が裁判所に対して提出いたしました答弁書で

ございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 私の方からは、Ｂ５判

の２枚物でお手元にお配りしてると思いますが、

住宅評価額計算書についてご説明さしていただき

ます。

この対象となります氏の松、高岸、砂原の各住

宅地の近傍地、氏の松と高岸につきましては４地

区、砂原につきましては３地区、１１年度の評価

額を記載してございます。そして、それぞれの単

価を右端に書いてございまして、それぞれの４地

区ないしは３地区の平均値を記載してございます。

氏の松につきましては平均値が６万４，５１６円、

高岸につきましては平均が５万５，０００何がし、

砂原が９万７，０００何がしでございまして、その

３地区の住宅の評価額につきまして単価と住宅面

積をそれぞれ掛け算して、そのトータルが６億４，

５４５万６，６９１円となります。

２枚目でございます。それに基づきまして、条

例の報酬に関する規定に積算基準がございます。

５０万円以下につきましては、それぞれの額の係

数がございます。それに基づきまして掛けたもの

のトータルが８１４万６，５６６円となりまして、

それに１．０５を掛けまして８５５万３，８９４円と

－１５９－

なっているわけでございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 今資料をいただいたばか

りで、ちょっとわかりにくい部分もございますが、

まず山内部長がご答弁いただいたこの変更申立書

の５月の２７日分ですが、番号１と書いてあると

ころの各原告請求物件表というのがありますな。

これは、それぞれ当初からの入居者がおるんです

けれども、現実の問題として、この名簿に載って

いる方々がそれぞれの権利なり居住権というもの

を有していると思うんですが、これはいろいろ過

去の議会の中でも議論のあったところですけども、

きちっとこういう人たちが今入ってるのかどうか

ですね。

例えば、名義を勝手にというか自由にお互いや

りとりしてるということもいろいろうわさとして

は出てるんですが、これは市の方としてはきちっ

と確認をしてるわけですかな。これが１点です。

それと、総務部長がおっしゃった２ページ目の

中にワープロ以外にペン字か何かで「近傍地より

類推」と書いてるんですが、この意味はこの２ペ

ージ目に書いてる着手金算定方式の３行目に氏の

松、高岸、砂原と、これを合計しまして６億４，５

４５万６，６９１円とあるんですが、今申し上げま

したこの「近傍地より類推」というのは、これは

どういうことなのか、もうちょっと詳しくご答弁

いただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 原告の方の居住云々の

件でございますが、答弁書の５ページに書いてあ

るとおりでございまして、認否の部分でございま

すが、「昭和２９年から同３３年当時の入居者が

死亡等により、現在の居住者と異なっている場合

があることは認めるが、その余は否認する。」と

いうことでございます。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 弁護士報酬と申します

か着手金につきましては、裁判自体が相手側から

損害賠償幾らというように具体的に示される場合

には、その額に基づきまして２ページ目の着手金

のそれぞれの額についての係数を掛ければいいわ



けでございますが、今回の場合には、対象物件と

申しますか、経済的利益の価格の算定基準、相手

側から具体的に損害賠償というような額では示さ

れてございません。その場合には、対象たるもの

の時価とするということになってございまして、

その時価を積算するために、今回対象物件でござ

います各３住宅の近傍の現在の評価額を参考にし

たというのが第１ページ目でございまして、それ

ぞれについての平均値をもとにいたしまして、今

回算出さしていただいたという中身になっている

わけでございます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） もうこれで終わりますけ

ども、ちょっとまた時間をかけて見たいと思うん

ですが、山内部長、要はこの変更の訴状内容、申

立書で大体わかるんですが、問題は、もちろん裁

判ですから、訴えられた方と訴えた方との争いに

なると思うんですね。ただ、全体で６４名の

僕の聞きたいのはこの訴状の中にある６４名です

ね。これ、ちょっとこれ理解しにくいところもあ

るんですが、間違いなくこれは当初からの入居者

ということの理解でよろしいのかどうか、これが

１点です。

もう１つは、この着手金の試算の問題でござい

ますが、この近傍地よりの類推という意味は、こ

の３団地全体を意味していると私は思うんですが、

３団地以外のこの付近の土地の価格、現在の路線

単価もあると思うんですが、ある意味ではこの３

団地以外のところの近傍地の評価ということでは

ないかなというふうに私は思うんですが、そうい

う解釈でいいのかどうかですね。もう一度恐縮で

すけれども、改めてご答弁をいただきたい。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 原告６４名の方々の請

求権あるなしの問題でございますけども、先ほど

申しましたように、全体的には否認ということで

ございますが、部分的に認めた部分がございます。

また、６４名について裁判の中で個々のいわゆる

権利主張について、行政側の主張もしていくとい

うことでございます。独自の調査もいたしておる

ところでございます。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

－１６０－

○総務部長（細野圭一君） 説明不足で申しわけご

ざいません。ここで表現してございます近傍地と

いうのは、１ページに表記してございますが、氏

の松、高岸、砂原のそれぞれの３団地の近くの近

傍地という意味でございます。

〔島原正嗣君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） ごく簡単に１点だけお聞

かせを願います。

私、産建の委員会に籍を置いておりまして、少

し早くこの資料をいただいておりましたので、ち

ょっと中身をめくって見たわけですが、これは司

法の場で争われている問題ですから、ただ行政の

判断については、これはやはり我々がここで確と

しておかなければなりませんので、その点だけを

お聞かせをいただきたいと思うんです。

払い下げ問題については、ここにありますよう

に地方自治体が、市町村が行う場合には、単に市

町村がいわゆる承諾書を建設大臣に上げるのでは

なくて、府の知事に副申書といいますか申請書を

添えていただいて同時に出すと。それについては、

実態調査やいわゆる指導を経て副申書をつけてい

ただいて出すんだと、こういうふうに建設省の住

宅局長通達が２６年から３３年、３６年、その間

もありますけれど、大体その３つを取り上げられ

て引用されてやっておられるわけですね。

そのことで行政が、これは払い下げ不可能なん

だと、こういう判断を大阪府から受けている、そ

れで取り下げをやったんだというようなこともず

っと書いてるわけですね。そういう局長通達を引

用しながら、最終的にはそういうふうにやったと。

だから、最初に売買予約があったにしても、これ

は建設省の承諾を得なければそういう売買予約は

無効なんだと、こういうふうにも言っているわけ

ですね。

そういうことになりますと、建設大臣の承諾と

いうのは極めて大事だし、それにかかわって大阪

府の知事の実態調査、指導、こういうことが極め

て大事になってくると、こういうことになってく

るわけですが、実態調査の結果、その根拠になる

ような書類があると、あるいは指導文書があるん

だと、そういうふうに書いてありますが、それは



行政としてあるというふうに判断されているのか

どうか。あるとすれば、それはどういう文書なの

か、知り得る範囲でお示しをいただきたい、こう

いうように思います。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 答弁書の中に明記をし

ておることでございますので、当然あるというこ

とでございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） それが証拠能力があるか

どうかについては、これは司法の場でやられるこ

とです。行政がいやしくもあるということであれ

ば 証拠能力があるかどうかというのは、私は

もうそんなことまでは聞こうと思いません、それ

は司法の場にゆだねたらいいわけですから。ある

ということであれば、どういう書類なのか。それ

だけは明確にしてください。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 資料は文書だけではご

ざいませんので、この場ではどういうものがある

ということは、裁判にも影響いたしますので、申

し上げられません。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 司法は司法、行政は行政、

三権分立の立場で、行政で今そのことが問題にな

ってるわけです。８５０万何がしかの予算を計上

しているわけですから、この裁判を行うことが正

当かどうか、この判断は行政の場で明らかにしな

ければならないわけですから、我々は議員ですか

ら、これだけの執行が正当なものなんだというこ

との判断の１つの材料として、それがどういう書

類なのかということぐらいは明らかにしてもらわ

ないと、何のための行政ですか。何のための審議

ですか。審議権を我々は持ってるんですか、付与

されてるんですか。その辺をはっきりしてくださ

いよ。証拠能力のあるなしを私はここで論議しよ

うと思いませんよ、そんなものは。それは司法の

場にゆだねたらええんですよ。何を言うとるんで

すか。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 先ほどお答えしたとお

りです。

－１６１－

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） いやいや、だからその根

拠を明らかにしてくださいよ。司法の場でやって

ることと、行政とのかかわり合いで出せるでしょ

う、むしろ出すべきでしょう、こういうことを私

は言ってるんですよ。市民の血税を使ってるんで

すよ。その唯一の答弁書の根拠に 唯一ではな

いけれども、これを１つの有力な根拠にしておら

れるわけです。その判断はまた別にしましょうよ。

ただ、あるというのであれば、どういう書類なの

か。証拠としての価値があるかどうかは、私問う

てないんですから。何回も同じことを言わさんと、

根拠を示して答えなさいよ。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 先ほども申しましたよ

うに、資料は文書だけではございません。だから

申し上げられません。

○議長（薮野 勤君） 和気君。和気君、ひとつそ

の辺はおまとめいただいて、今の答弁以外に、再

度質疑しておられますけども、その辺ひとつよろ

しくご理解のほどをお願いしたいと思います。

○１３番（和気 豊君） ３３年の通達によれば、

位置が将来の都市計画に支障がないこと、建てか

えが敷地の規模、地形などの関係で著しく困難で

あることなどの条件が付されている。この条件が

ある場合には払い下げは難しいですよと、こうな

っているというふうに書かれているんですね。そ

して、譲渡承諾基準についての十分な検討を要求

し、市町村は副申者である知事を通じて、譲渡処

分の適否について建設省との間で協議の上、内意

を得た上で手続に臨むことが求められているとい

うことで、３６年の住宅局長通達をお出しになっ

ているわけですね。

だから、これからも明らかなように、いわゆる

副申者である大阪府知事と協議を行い、この実態

調査を受け、かつ指導、これを受けて、もしくは

府を通じての建設省との事前協議をやった上でだ

めになったんだというふうに言うてるわけですか

ら、こういう経過、このことについてはここに書

かれてるわけですから、ちょっと再確認したいん

ですが、これは市長にお願いしたいんですが、市

長は最高責任者としてこれは目を通しておられる



と思いますが、稟議をとった上で市長決裁してお

られると思いますが、この辺の事実関係ですね。

再度お伺いいたします。

文書はちゃんとあるんですね。出してください。

文書なり事実関係は明確なんですね。文書につい

ては 言うた、言わんのことは結構です。それ

が証拠であればね。文書があるのであれば、それ

は明らかにしてください。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 文書があるとか、そう

いうような答弁はいたしておらないところでござ

いまして、払い下げができない旨の結論を府より

得たためということでございますので、結論を得

るにはいろんな資料があると思います。それをこ

れからの訴訟の中で裁判所に提出をしていくとい

うことでございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） いやいや、今も資料はあ

ると。資料は文書でしょう、イコール。証人と言

うてないんやから、資料ですから、これは明確に

文書でしょう。文書はあるということですね。あ

るんであれば、それを出してください。市長、ど

うなんですか。出せないんですか。市長の見解。

担当部長は出せないと言うてるんですけど、市長

もそれを追認されるのかどうか。これだけの予算

を計上している案件で、行政の場で我々議員が判

断をする、最高の審議機関である議会の中で我々

が判断する、それに足る資料が出ない。これは議

員の審議権を冒涜するものじゃないですか。どう

なんですか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私たちは今回、市の考え方

を裁判所に申し上げたところでございます。これ

以後、個々のそういう根拠なり証拠なりというの

は披瀝をしていくという段階でございますから、

ご理解を賜りたいと存じます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 出せないという見解、私

は極めて浅薄だというふうに思うんですが、理由

になってない。我々議員が最高の議決機関である

議会で判断をする、行政がそれに協力できない。

そして、片方では市民の血税を使った予算を計上

－１６２－

してきている。こんなむちゃくちゃな話、実際問

題としてありませんよ。一体だれのために行政を

やってるんですか。本当にその裁判が市民の貴重

な財産を守る、従来の約束を履行していく上で大

事なことなのかどうか、そういう判断は我々議員

にさしてください。当然のことやないですか。そ

れができない、全く根拠も何も示さずにできない

と、こういうことについては、私は非常に残念で

す。

ただ、これだけのことを言っておられるわけで

すから、ちゃんとそれに足る文書、これはこだわ

りません。資料というふうに山内さんは言われた

ので、担当部長が言われたので、資料はあるんで

すね。そのことだけ市長答えてください。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） いろんな根拠はあります。

〔和気 豊君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 専決処分された８５５万

３，８９４円、この算出根拠につきましては、先ほ

ど先輩議員の質疑の中ではっきりしたわけなんで

すけれども、この裁判で５月２４日、大阪地方裁

判所堺支部に訴変更の申し立てが行われておりま

す。

これは今説明あったとおりなんですが、この内

容は、今までであれば宅地の所有権移転を求めた

ものであったのでありますけれども、今度はその

上に居宅が加わったというふうなことになります

ね。この場合、もちろん弁護士さんにもお世話に

なるというふうなことから、着手金あるいは弁護

士報酬というのは当然追加されてくるなというふ

うに感じるんですけれども、ここら辺はいかがな

ものですか。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 当初の着手金という意

味でございまして、その後の経過ということの中

で弁護士にも理解していただいたということで、

追加というのは今のところないものと思っており

ます。

○議長（薮野 勤君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） そうしますと、ただいま

御答弁いただきましたように、この訴変更申立書



の内容についての裁判費用は要らないというふう

なことでよろしいんですね。

いずれにしても、この裁判につきましては非常

に気が重たいというか、大変な労力とお金を費や

して争っていかなきゃならんような内容になって

おります。この前の一般質問でも私も申し述べた

んですけども、この裁判は勝ち負け、あるいは勝

訴したから、勝ったからそれでよかったなという

ふうなものでもないし、その後の展開を予想する

と、大変な重荷を背負っていかなきゃいかんなと

いうふうなことで、覚悟はせないかんなというふ

うに思うんです。そういうようなことを考えると、

理事者にあられては本当に賢明な判断をお願いし

たいなというふうに思います。

いずれにしても、８５５万というふうな大変な

お金であります。市民の税金であります。改めて

この裁判の行方をしっかり見届けて、そして６万

市民に負担のかからないような、あるいは入居者

に対しても過度な負担にならんような、力ある市

側の判断を求めたいというふうに意見を申し述べ

て、終わります。

○議長（薮野 勤君） ほかにございませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

小山君。

○２番（小山広明君） 報告案件でございまして、

専決処分の承認を求めるについて（平成１０年度

大阪府泉南市一般会計補正予算（第１０号））に

反対の立場で討論をいたします。

この問題は、市の財政問題から１３団地の木造

住宅を払い下げるという行政決定が行われて、そ

れが議会にも提案をされ、議会でも承認をされた

ことが出発としてあるわけであります。その当時

の議事録を読みましても、明確に行政としては払

い下げたいという強い意思が伺えるわけでありま

す。

そして、１０団地は払い下げが終わりまして、

３団地が議事録の中で見ますと、建設省の許可が

おりなかったからということで保留をされてきて

おります。しかし、その後この３団地については

二重地番や旧名義の解消というものがあれば必ず

払い下げをしますから、今住んでいらっしゃる市

－１６３－

営住宅については維持管理は自分でやってくださ

いと。それから、その間は当然家賃は値上げしま

せんと、そういう経過をたどってきたわけであり

ます。

その期間は、明確にその意思表示をした市政は

浅羽市政でありました、４年間。そして、その後

を受けた稲留市政が１２年間明確に払い下げをす

ることを前提に行政を執行されてきましたし、そ

のことに深くかかわってこられた市の幹部も今た

くさんこの理事者席にお座りだと思います。この

１６年間という期間の重みは、もはやそのことを

覆すようなあらゆる条件を失っておると言わざる

を得ないわけであります。

しかし、市は平島市政になりまして、国の通達

が出て、三大都市圏における公営住宅については、

建てかえをして住宅をふやして市民の要求にこた

えるようにという趣旨の通達が出ました。確かに、

その当時は国が三大都市圏での人口の集中などを

考えてそのような通達を出したと思うわけであり

ますが、一般的にはまだ全国的な公営住宅につい

ては、長く住んできた公営住宅を払い下げるとい

うことは、一般的にこの通達の趣旨からいっても

あるわけであります。

さて、この３団地が残された問題について、泉

南市は当然この１２年間と４年間という長い経過

を踏まえるならば、建てかえをするということに

なれば大きなネックになるのが、この人たちの了

解であることは当然であります。しかし、行政は

この本会議の中で、そのような経過を知らずに作

成しましたということが述べられて、私は大変驚

いたわけであります。担当者は知らないとしても、

その間に多くの決裁を受けておるわけであります

が、どこかでこれは払い下げを約束した住宅だか

ら、その基本的なことを説明しなければなかなか

建てかえは難しいよという一言があれば、今日ま

でこのような困難はなかったと思います。国から

その計画を立てるために５００万円という補助金

をもらって、１，０００万円ほどの予算で建てかえ

のプランをつくったわけであります。

これは、ある意味で国に対しても実現性のない

計画を 国もその当時から財政難であったと思

いますが、国がそういう補助金をつけるというこ



とは、きのうの市長の答弁にありましたように、

耐震設計で設計と実施は連動しておるというよう

に、国の政策というのは、一たん調査費なり１つ

の予算をつければ、それは最後までの予算執行が

あることを保証するというのが責任ある国の対応

であることは、当然であります。わずか５００万

円のお金でありますけれども、それがちゃんと早

く計画どおりに実施されるかどうかを国としては

当然関心を持って補助金をつけたと思うわけであ

ります。

しかし、そのときにそのような過去の経過を説

明せずに、もしその補助金をもらったということ

が事実とするならば、国をだました行為と言わざ

るを得ないと私は思います。それが事実であれば、

国の方に正直におわびをして、この問題について

は長い間の払い下げの約束をした行為があるとい

うことをつぶさに説明をして、そしてもとの原状

に復帰をする、そのことが今一番待たれることで

はないでしょうか。

市長の強い建てかえの意思にもかかわらず、市

長はみずから、入居者の同意がなければ建てかえ

はしませんというところにこの歴史を重みがきち

っとにじんでおると思うわけであります。これは、

だれが市長につかれても、建てかえということに

突っ走るならば、困難な行為であることは言うま

でもありません。

住民が今裁判を起こしたということになってお

りますけれども、市長が決断をして３年以上がた

って、この住宅問題の解決が見えないときに、住

民のとり得る道は、裁判しかなかったと思われま

す。だから、勝手に住民が裁判を起こした、だか

ら受けて立つんだという無責任な対応は、私はで

きないと思います。よくその経過を知るならば、

住民をそこまで追い込み、証拠を集めることに大

変なことは、行政であれば十分知っているはずで

あります。そういうことを考えるならば、今こそ

行政マンとしてではなしに、政治家市長として結

果を出す、そういうことに決断をしてもらいたい。

三権分立は、裁判所の意向に行政が縛られない

ということも言えるはずであります。裁判にゆだ

ねて一体どのような結果が予想されるでしょうか。

それは井原議員が言ったように、勝つことの方が

－１６４－

むしろ行政には重い課題を乗せるものであります。

しかし、住民が勝つということになれば、それは

裁判所が住民の要求を入れたんだからということ

で、何の今までの行為を謝らずに、その方向転換

ができるかもわかりませんが、その間に失う住民

の犠牲ははかり知れません。

そういうことを考えるときに、８５５万円とい

うお金をまた市民に御負担を願って、そして市民

との争いにこの行政がかかわっていくことに、議

会としてはぜひこの問題を責任を持って考え、こ

の混乱を議会が行政のチェック役として、今向井

市長のとっておられる態度は、決して建設的な道

でないと私は思います。

もし、この場で専決されたこの予算を認めるよ

うなことになれば、議会がその市民から与えられ

た機能を発揮できないことになるのではないでし

ょうか。一日も早く待つのは、市長が言われるよ

うに、新しい市営住宅の建設であると思います。

そしてまた、入居者においては長い間の約束を守

ってくれることであると思います。ただで渡すわ

けではないのです。払い下げですから、売却をす

るのです。

そういうことを考えるときに、私は市民の財産

を守るんだということではなしに、初め市が言っ

ていた、市はどうしても払い下げをしたいんだけ

れども、建設省が許可しないんだからといった議

会での答弁と、今市長がこの場で答弁しているこ

とは、随分答弁に変遷があります。

私は、市が一貫してこの住宅を払い下げて、市

の財政問題を健全化したいというこの原点に返る

なら、私はこの市営住宅を払い下げることが一番

ベターな道だと思います。今仮に建てかえるとい

っても、どれだけのお金がかかるでしょうか。現

に、泉南市が建てかえの建設をどれだけ補助金が

いただけるとしても、一般会計から出す能力は、

私はないと思います。

そうなるならば、この問題に決着をつけるべく、

議会の一人一人の皆さんの判断をぜひよろしくお

願いします。もうこの辺でやめようではありませ

んか。長い間行政が市民と約束してきたことを守

らせなかったのも、議会の大きな責任にもなりま

す。このまま市長の考えを我々は認めるのか、そ



れとも円満解決、早く実をとるような解決に進む

のか、議会に与えられた責任は大変大きいと思い

ますので、よろしくご判断をお願いしたいと思い

ます。

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） 日本共産党泉南市会議員

団を代表し、報告第１号に対する反対討論を行い

ます。

地方自治法では、住民の福祉に寄与することが

うたわれていますが、住宅の払い下げ問題は、過

去払い下げを決めていたにもかかわらず、前平島

市長、現向井市長が政策変更したため、払い下げ

を求める住民の願いは閉ざされました。住民にと

って、到底納得できない結果と言わざるを得ませ

ん。ましてや、話し合いを通じ解決を目指すもの

を住民自身が市を訴えて解決しなければならない

ところまで来てしまった原因は、市自身にあると

言わざるを得ません。本来、市民のために使われ

るべき税金を市民と争うために使うなど、あって

はならないことであります。

さらに、市民の代表である議会に十分な資料を

公開しないまま専決するなど、議会無視も甚だし

いと言わざるを得ない。到底認めることはできま

せん。

以上、反対討論とします。

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する討論を

終結いたします。

これより報告第１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ

て報告第１号は、原案のとおり承認することに決

しました。

次に、日程第７、報告第２号 専決処分の承認

を求めるについて（工事請負契約締結について

（公共下水道（第１０―２５工区）雨水管渠築造

工事））を議題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

－１６５－

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました報

告第２号、専決処分の承認を求めるについて（工

事請負契約の締結について（公共下水道（第１０

―２５工区）雨水管渠築造工事））について御説

明を申し上げます。

議案書の１１ページでございます。本件につき

ましては、本工事が国庫補助事業として成立する

ために平成１０年度中に本契約締結が必要であり

ましたことから、地方自治法第１７９条第１項の

規定に基づき専決処分し、同条第３項の規定によ

り議会へ報告し、承認を求めるものでございます。

１３ページをお開き願います。契約の目的は、

公共下水道（第１０―２５工区）雨水管渠築造工

事、契約の相手方は泉南市男里五丁目１番２７号、

坂田建設株式会社泉南営業所、契約金額２億８７

４万円、契約の締結方法は指名競争入札、仮契約

日は平成１１年３月８日でございます。

なお、仮契約の締結の経過等につきましては、

１５ページから２１ページに資料として記載をい

たしておるところでございます。

以上、まことに簡単ですが、説明とさせていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願いを

申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 林君。

○２２番（林 治君） まずお尋ねしたいことは、

公共下水道の雨水管渠の今回の入札に際して、全

部で１６業者が入札に参加をしているわけですが、

これは市内業者と市外業者があると思うんですが、

ちょっとその辺の区分けについて教えていただき

たいと思います。

○議長（薮野 勤君） 前川契約検査課長。

○総務部契約検査課長（前川正博君） お答えいた

します。

ページで申しますと１６ページでございますが、

参加業者の一覧表の中で、下から三つ目、つまり

国誉建設、坂田建設、株式会社和嶋建設、これが

私どもで今現在認定されております準市内業者で

ございます。それから上につきましては、純然た

る市内業者でございます。

以上でございます。



○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） そうすると、市内業者と

準市内業者の違いですね。その辺、いわゆる準市

内という場合の資格ですね。これをちょっと明確

にしておいていただきたい。きちっと言うてくだ

さいね。

○議長（薮野 勤君） 前川契約検査課長。

○総務部契約検査課長（前川正博君） 議員質問の

準市内業者の認定要件と申しますか、これにつき

ましては従来より認定要件がございまして、連続

４年間指名願が提出されていること、それから建

設業法第３条の許可の中にございます支店あるい

は営業所等を市内に所在させていること、３番目

に市税が必ず納められていること、これらの３件

の要件がございます。

もちろん、それに際しましては、提出書類等明

記さしていただいておりまして、建設業法の許可

の申請書の写し、法人設立届の写し、市税に係る

納税証明書、支店、営業所等の職員名簿、同じく

所在地図、同じく支店、営業所等への委任状、こ

れらが必要な提出書類でございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） そうすると、例えば今回

のこの坂田建設は、市内に支店を持って、そこで

営業所で何人のだれとだれ これは本来は氏名

も言うてほしいんですが、営業所員が何人おって、

いつからどういうふうに活動していたかというこ

とについてはわかっておるんですか。いつも私は

確認してるんですが、しょっちゅうそこを通るん

ですが、いつも事務所が閉まっていたように思う

んですがね。何人おったんですか。転送用の電話

が１本あるだけやろ。確認なしでやってたら、こ

れ入札に入れてたらえらいことや。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 済みません。今、至急

にその名簿を取り寄せますので、しばらくちょっ

とお待ちください。（林 治君「それはあかんわ」

と呼ぶ）いや、原課に置いてございますので、今

すぐ取り寄せます。

〔林 治君「どないするねん、議長。暫時休憩

ですか。そんなんぐあい悪い。答弁できへん

－１６６－

で」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） しばらく時間をいただきた

いと思います。

〔林 治君「これ聞かんと次わからへん」と呼

ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 今すぐその記録を持ってま

いります。正確な答弁を期すため、記録をとりに

行っておりますので。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 済みません、貴重な時

間を費やしまして。今即持ってきますので、あと

１～２分お待ち願いたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 自席において暫時休憩いた

します。

午後３時２７分 休憩

午後３時３０分 再開

○議長（薮野 勤君） 理事者の答弁を求めます。

前川契約検査課長。

○総務部契約検査課長（前川正博君） 申しわけご

ざいません、何度も手戻りさせまして。大変申し

わけございません。

職員名簿でございますが、これにつきましては

私どもの方で確かにいただいております。

それから、一部説明の中で言葉足らずがござい

まして、指名願につきまして、坂田建設につきま

しては平成元年から提出をいただいておりまして、

準市内に認定されましたのが平成６年度からでご

ざいます。

職員数という御質問でございますが、これにつ

きましては８名でございます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） その事務所は、余り質疑

で時間をとったら申しわけないから聞きますが、

りんくうタウンから旧２６号線へ出てきたとこの

四つ角、そこが事務所ですね。そうじゃないんで

すか。もしそうだとすれば、そこで８名、そんな

もん常駐してそんなしておったというような、そ

ら全然あれですよ。私、あそこの近所でガソリン

入れたりとかしょっちゅう行ったりして見ておる

んですが、動きというのは聞こえませんね。見え

ませんで。ほんとにおったんですな、８名。あん

た、氏名で確認してるか。



○議長（薮野 勤君） 前川契約検査課長。

○総務部契約検査課長（前川正博君） 職員名簿の

中での確認ということでございまして、これらに

つきましては、私どもの方でも確認さしていただ

いております。

また、１つの事務所の中に先ほど申しました職

員名簿に載っておる８名の人間が常時おるんかと

いう御質問だったかと思いますが、これにつきま

しては営業の方もおられますし、必ずその事務所

におられるということは 出勤はされてると思

いますが、必ず私どもの方が調査なりに行った際

におられるということは、確認はできておりませ

ん。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 前川課長、あんたはここ

の事務所にしょっちゅう行かれたんですね。行っ

てきたんですね。何回ぐらい行きました。

○議長（薮野 勤君） 前川契約検査課長。

○総務部契約検査課長（前川正博君） まことに申

しわけございませんが、私が直接行ったことはご

ざいません。ただし、係員が調査の中で直接行っ

てることもございますので、よろしくお願いいた

します。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 係員がどのぐらい、いつ

行ったんか、それを聞かしてください。不審に思

ってるから聞くんです。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 今、議員のご指摘は、

その建物に所定の８人が可能かどうかという御指

摘だと思うんですけども、その点につきましては、

今課長が答弁申しましたように、営業関係等ござ

いまして、常時そこに８人がおるわけでもないと

いうことで、定数につきましては、８名の職員名

簿が出ておるということで御理解願いたいと思い

ます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） ここは泉南市役所の議会

なんですが、何か坂田建設の会社の弁明のために

あんた方おられるようですね、全く、話が。そん

な抽象的な弁明をするのおかしいじゃないですか。

－１６７－

なぜそんなに弁明するんですか。もっと事実関係

に基づいて、あの小さな事務所に８名おることな

いとか、私そんなこと何も言うてないですよ。そ

ういう動きなんかが事務所としては全然見たこと

も、しょっちゅう周辺に行っても感じられないと。

普通、会社であれば何らかの動きというのはしょ

っちゅう感じられるということを言うてるんです

よ。それを名簿で確認してると。名簿が出てきた

ら確認して、それで確認というのは、そんな話の

仕方、答弁の仕方ないですよ。

私ははっきりと言って、これ入札結果、これは

失格者が大分出てるから、非常に厳しいこの仕事

のいわゆる取り合いというんですか、入札ではや

りとりが やりとりと言ったらおかしいな。ど

う言うたらええんかな。入札行為の中で金額の競

り合いがあったというふうには確かに私も思いま

す。

そういう点では、さきの１４件の同じ公共下水

道の９９．何％といった、もうまさに談合であるん

ではないかと思われるような内容のものと、この

辺では違いがあるんですが、しかし私はそのこと

だけじゃなしに、今回のこの問題で非常に不審に

思ってるのは、問題は市長の後援会の問題なんで

す。市長、この坂田建設はあなたが会長の清樟会

の後援会の会員でしたでしょう。

○副議長（奥和田好吉君） 市長。

○市長（向井通彦君） 違います。

○副議長（奥和田好吉君） 林君。

○２２番（林 治君） どう違うんですか。あな

たが市長になってから後援会の会員に入っていた

ことはありませんか。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 昔のことははっきり今覚え

ておりませんが、現在はもちろんそういうことで

はございません。ですから、それ以上のお答えは

できません。

○副議長（奥和田好吉君） 林君。

○２２番（林 治君） そら、おかしな答弁です

よ、市長。昔のことは覚えておりませんといった

って、あなたが市長になってまだ４年、５年の話

ですよ。この間の話をしてるんですよ。坂田建設

自身があなたの会員であったことは事実でしょう。



そんなん覚えてないことはないでしょう、会長で。

最初は違いますと言うたけども。そんな答弁で私

は納得できませんよ。どう違うのか。私は会員で

あったでしょうと言うてるんですよ。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今、私は代表者ですけれど

も、会員ではございません。

○副議長（奥和田好吉君） 林君。

○２２番（林 治君） 大阪府に出された収支報

告書によると、清樟会、主たる事務所の所在地は

泉南市信達市場１，３９６の２、代表者向井通彦、

会計責任者村上駿作、そしてここにはこの資金管

理団体の届けをした者の氏名として向井通彦。し

かも、それは泉南の市長、現職だと、こうはっき

り書かれてるんですよ。その中にちゃんと名簿が

出てるんですよ。会費も払われてるんですよ。そ

れをあんた知らんと言われたらいかん。知らんこ

とないはずですよ。毎年、次から次へと清樟会の

会員がちゃんと落札していってるんですから。今

年度はここじゃないですか。それを知らんと言う

んですか。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 現在は違うでしょう。

○副議長（奥和田好吉君） 林君。

○２２番（林 治君） 現在違うでしょうと言う

てるんと違うんです。会員だったでしょうと言う

てる。そしたら、今あなたは認めたということや

ないか、それやったらそれで。だからそのことを

私が今質問、物言うてる最中、座っときなさ

い。

大体ね、今現在違うでしょうということは、あ

なたは過去にそうであったということを認めたこ

となんですけどね。一番最初は、ありませんと言

ったんですよ。違いますと言うたんですよ。やは

りこれはあなた、よくわかっててやってるんです

よ。前の１４億のときもそうなんですよ。全部扇

のかなめに清樟会があって、皆会員になってるん

ですよ。それでグループを持たしてですね。

だから、こういう疑惑を持たれるようなことを

したらいけませんよ、問題は。ほかにもあるんで

すね、いっぱい、その年々で。全部これ清樟会の

会員。今度の入札のこの厳しいいわゆる入札行為

－１６８－

があったにしろ、地元業者以外に３社入れました

けど、最低制限価格からプラス５万円で落札して

るんですからね、これ。

なぜこういう清樟会の会員が事務所をずうっと

置いてて、そのうちにこういう仕事が回ってくる

ということなんでしょうかね。非常に疑惑を持っ

てるんです。だから、清樟会会員であったからで

しょう。違うんですか。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 何度も前から議会ごとに御

質問あったかというふうに思いますが、現在そう

いうことはないように私自身の方も是正をいたし

ております。

それから、今回の入札につきましては、結果が

１７ページにありますように、それぞれ非常に競

争されて入札されているというふうに思っており

ますので、そういうような御指摘の疑念といいま

すか、そういうことは一切ないものというふうに

考えております。

○副議長（奥和田好吉君） 林君。

○２２番（林 治君） 市長は疑念がないという

のは、そら何を出してでも、自分が提案してるん

ですから疑念がないと言わざるを得ないでしょう

けども、私は審議する側の一人として疑念がある

んですよ、これについては。清樟会の会員が、毎

年大きな金額のものには必ず入ってくるんです。

ちゃんと忘れずに入れてるんです、その指名業者

の中に。

そして、今はない、今はないと言いますけど、

これの経過の中で、一般的に泉南の市長の後援会

ですよ。必ずみんなに会員募集なら会員募集の案

内等は目につくんですよ。全然目につかん。とこ

ろが、会社の名前は少なくなるけど、個人会員は

ふえていってる。確かに、あなたのおっしゃると

おりなんです。これは議会で追及されたから、そ

ういうように変更していった。しかし、それまで

の過程の中に、会社の営業所の所長だとかそうい

う方が個人名で入ってくるようになってきてるん

ですよ、中身としては。過渡的にそういうものが

たくさんありました。そして、会社の名前は消え

ていく。実際上は会社のその営業所の所長とか社

員とか、そういう人ばかりで構成されてるんじゃ



ないですか。そうじゃないですか。

この間、あなたは清樟会の方でゴルフをやりま

したね、ゴルフコンペをこの６月に。そのときに、

ここの会社の関係者は来てませんでしたか、どう

なんですか。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 存じません。私はゴルフを

いたしませんので、最後、終わった後、あいさつ

だけしに行きましたけども、そんなに長くおりま

せんので、よく存じません。

○副議長（奥和田好吉君） 林君。

○２２番（林 治君） ちょっと、そのゴルフコ

ンペはどこでいつやったのかも、はっきり言うて

ください。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） それは後援会のことですか

ら、ここで言うべきものでもございません。

○副議長（奥和田好吉君） 林君。

○２２番（林 治君） 後援会のことであろうと、

特に市長の政治的資金管理団体としてやってるわ

けですから、言うべきことでもないことはないで

しょう。６月１１日の砂川国際ゴルフ場でのこの

コンペがそうであったんですか。そうですね、今

あいさつに行ったと言うたんやから。これは平日

ですね。どうですか。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 後援会活動ですから、ここ

でお答えすることでもございません。

○副議長（奥和田好吉君） 林君。

○２２番（林 治君） 市長、それはもちろんコ

ンペやから昼の話でしょう。１１日ですよ。市長

が１日活動してるうちの、市長としての公務の中

での話じゃないんですか、行ったのは。今、あい

さつしたと言うたから。そうじゃないですか。そ

うじゃないですか。１１日、そうでしょう。これ

は何曜日ですか。それはどうなるんですか。

秘書課長そこにおるけど、その日の日程につい

て入ってるでしょう。６月１１日金曜日、まさか

ゴルフは夜せえへんからね。その日にあいさつし

たんでしょう。何時に行ったんですか。公務中で

しょう。そのことを答えてください、そしたら。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。

－１６９－

○市長（向井通彦君） 先ほどご答弁したとおりで

ございます。

○副議長（奥和田好吉君） 林君。

○２２番（林 治君） ちょっと、答弁にならん

ような答弁してたら、何回も物言わなあかんよう

になるねん。公務中のことでしょうと、６月１１

日金曜日の。ちゃんと答えなさいよ。私は、６月

１１日の金曜日にコンペあったんでしょうと言っ

てる。

これね、主に市外の法人の企業、これはもとも

とあなた個人云々と言うけど、この成立そのもの

は、法人の企業による後援会なんですよ。それが

営業所の所長とか、そんなふうに会社の名前を外

してやってる個人になってる。まだまだ法人の企

業の方がおられますよ、ここに。具体的に名前を

言ったって構いませんよ。

でも、私は今直接関係のない人の名前は言わな

い方がいいだろうから言わないけれど、そういう

人たちを対象にゴルフコンペをしてるんじゃない

ですか。しかも、そこへ市長は今言うたようにあ

いさつに行ってるんですよ。平日に行っとるんで

す、それ。私はしないと。僕もしませんよ。だか

ら、そのことを日程的にはっきり言えと言ってる

んですよ。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほど何回も答弁している

とおり、後援会の活動ということでございますか

ら、そのようにご答弁を申し上げてるところでご

ざいます。

〔林 治君「後援会の 答弁ちゃんとしてく

れへんかったら、何遍も聞かなしょうがない

ですよ」と呼ぶ〕

○副議長（奥和田好吉君） ちょっと待ってくださ

い。少し質問が細切れになっておりますので、ま

とめて質問していただきたいと思います。どうも

平行になってるような感じなので、そこらもちょ

っと筋道を立てて。林君。

○２２番（林 治君） 今、議長からお話しあり

ましたけれど、平行になってるというよりも、市

長が答弁をしないわけですから、これは議長の方

で計らって、きちっと質問者の質問に答えた答弁

をさせるようにしてください。



私は、今市長がゴルフコンペのときには、私は

ゴルフはしないのであいさつに行ったと言うたん

ですよ。しかも、それも清樟会のゴルフでしょう

と言うたら、それを認めてそういうふうに答弁し

たんですからね。私は、それは６月１１日で、砂

川国際ゴルフ場で、そうだったんでしょうと。そ

の日は平日ですから、何時にだれと行ったのか、

ちゃんとそこで答弁してくれたらいいんですよ。

公務上のことを聞いてるんですよ。何言うてまん

ねん。そんなもんね、日曜日にどこかにあんた遊

びに行ったんやったら、私そんなもん聞きません

よ。何言うてまんねん。それをちゃんと言いなさ

いよ。ちゃんと秘書課がつけてるでしょう、それ

は。つけてないのか。そのことを聞いてるんやで。

言いなさいよ。公用車を使ったのかどうかも含め

て。

○副議長（奥和田好吉君） 答弁者に申し上げます。

答弁の方は的確にお願いしたいと思います。向井

市長。

○市長（向井通彦君） この議案とちょっとかなり

広がってるというふうに思います。ご指摘いただ

いた点は、後援会活動としてそういう行事があっ

たということでございまして、私はそのあいさつ

だけ少しの時間行きましたけれども、それは公務

を外して行っております。

○副議長（奥和田好吉君） 林君。

○２２番（林 治君） 公務を外してという、結

局そしたら６月１１日の砂川国際ゴルフ場でのコ

ンペにあなたはあいさつ 私はしたとは言いま

せん。あいさつには行ったと、これは認めますね。

それは認めますね。そのことをさっきから聞いて

るんですよ。

行ったときには、公務を外したと言いましたが、

そのときにはあなたは歩いて行ったんですか。ど

うして行ったんですか。公用車で行かなかったん

ですか。そのことを聞いてるんですよ。それはど

うなんですか。できたら、そのときの１日の秘書

課の方の公用車の運用も含めて全部資料を出して

ください。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 公用車で行っておりません。

〔巴里英一君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

－１７０－

○副議長（奥和田好吉君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） これは、この議案と直接

的には関係なし。この議案についてどうなのかと

いうことであれば私は正当だと思いますけれども、

横へずれていくということは、関係のないところ

で議案審議にはならないということで、その点適

切な対処を願います。

○副議長（奥和田好吉君） 林君。

○２２番（林 治君） 今、議事進行でお話しあ

りましたけれど、私は、この本会議場で清樟会の

会員であったと、これはちゃんと収支報告書をも

って質問をしておるんで、それが……（発言する

者あり）いやいや、この落札した業者が清樟会の

会員だから、私は関係があると思って質問をして

おるんです。

私は泉南市の事業が、市長の後援会の会員で毎

年こういう業者が大きな金額のものを落札してい

くこと自身に大きな疑惑を持ってます。ですから、

こういうことでは泉南市の公共事業がまともに進

めていけないのではないかというふうに思ってお

りますので、その質問をしているんです。

しかも、きょう議案出てるこれで、このときの

このコンペに参加されておったり、市長の後援会

市長は後援会のことですからと。それはだれ

かよその人の後援会やなしに、これははっきりと

泉南市長の後援会ですから、そういうことでここ

でそういうコンペもやられ、そこに参加されて、

しかも市の仕事を請け負いされて、会費も出され

ておってというようなことになってきますと、こ

れはやっぱり市民としては疑問を抱かざるを得な

いし、私が不審に思わざるを得ないのは当たり前

のことではないかなと、こういうように思うんで

す。

こういう点を市長は、清樟会という後援会のあ

り方を、会社の名前そのものは入らなかっても、

個人名であっても、会社の これはもともと法

人を基本にしてつくられたもんですから の後

援会としてつくられたんですから、そういう形で

あること自身がおかしいと、正しくない。そのこ

とについて、あなたはどう思っておられるんです

か。改めてもう一度聞いておきます。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。



○市長（向井通彦君） できるだけ個人会員が望ま

しいというふうに考えておりまして、ここ数年の

間に随分と改善をしたつもりでございます。ただ、

個人という場合、やはりいろんな職業の方もいら

っしゃるわけで、それを職業によっていいとか悪

いとかというのは、職業差別につながる可能性も

ありますから、それはやっぱり言えないというふ

うに思います。あくまでも個人は個人、法人は法

人という考えでございます。

〔巴里英一君「議長」と呼ぶ〕

○副議長（奥和田好吉君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 先ほど申し上げたんです

けども、議案そのものは、審議をしてるのは工請

でしょう。それと後援会は直接的には関係は私は

ないと。よって、議事進行をお願いしたいという

ことで申し上げたんですが、その処理を願いたい

と思います。

○副議長（奥和田好吉君） 大体、この問題につい

て質問の方もかなり多くなっております。ここで

質問者に申し上げますけども、まとめて質問して

ください。まとめてください。林君。

○２２番（林 治君） 何か言われます。私、強

制されて質問する気はないんですけども、また必

要なことはお聞きしたいと思って質問をしておる

んで、何も質問してきたことが、やっぱり市長と

特別な関係にある建設業者がこの入札にこういう

形で入ってくること自身、非常に疑惑に思ったと

いうことでの質疑です。

ゴルフコンペのことも明らかになりましたし、

そういう点で私はこのことについては後ほど意見

として態度を表明さしていただきたいと、こう思

ってます。

○副議長（奥和田好吉君） ほかにございませんか。

小山君。

○２番（小山広明君） この議案の説明を見ますと、

失格者が大変多いわけなんですが、私もかねがね

本会議でもいろいろ問題提起しておりますが、役

所が下限価格を決めるということに果たして合理

性があるのかどうか。この失格された方がちゃん

とこれは合理的に見積もって、これで十分に採算

が合うとして入れたものをその業者が全然見えな

いところで失格にされるというのは、甚だ業者の

－１７１－

意欲をそぐことになるのではないかなと。

これだけの業者がおれば、それぞれの業者のい

わゆるできる価格というのは差があるわけですか

ら、それをどこかで線を引くということに大きな

無理がある。そうなってくると、おのずとどこに

下限価格があるかということが業者の中心課題に

なりますから、そこにいろいろ値段を探るという、

そういうことにどうしてもいかざるを得ないと思

うんですね。

そういう点では、この下限価格の決め方につい

て、これでいいと思っとるのか、やはり問題があ

るけども、どういう意図でこれを維持されとるの

か、その辺のお考えをお示しをいただきたいと思

います。

それから、競争させれば安くなるという一般論

でございますが、なかなかそう甘い問題ではない

と思うんですね、業界は。ほかの仕事で上限価格

ぎりぎりで押しとるところが全国的にも大変多い

という中で、公共事業の発注のあり方については

一体どうなのかというのを、これまでの行政がや

ってきた発注のあり方についてやっぱり根本的に

メスを入れないと、なかなか市民の理解の得られ

る方法はとれないんじゃないかなと思うんで、そ

の辺も含めてご答弁をいただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 最低制限価格の設定に

つきましては、従来から私どもといたしましては

適正な事業執行ということを基本に、業者にして

いただくということを基本にして設けてきてるわ

けでございます。

ただ、今の建設業界を取り巻く状況、また経済

状況とか、いろんな動きがある中で、我々といた

しましても入札形態を含めましていろいろと検討

しているわけでございます。全国的に見ましても、

何が一番適正かということがなかなか難しいとい

うんですか、今それの試行中だと思うんですけど

も、全国的な動きなりを今後とも十分研究する中

で、最良な方法等について今後とも研究してまい

りたいと思っておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。

〔小山広明君「質問に対してきちっと答弁して

ないんですけどね」と呼ぶ〕



○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 質問回数に厳しい議長です

から、その分は議長もやっぱり質問者の意思を聞

いてきちっと答弁させるまでさしてください。で

ないと、厳しさは両方にあるわけで、我々にも厳

しさを課するんであれば、議長においても議事進

行においてきちっと的確に答弁するようにしても

らって運営してください。でないと、我々は不安

で質問に立てませんよ。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 御指摘ありました予定価格、

それと最低制限価格、このあり方の問題かという

ふうに思います。従来から事後もこれを公開しな

いということであったわけなんですが、最近本市

におきましても、契約締結後ではありますが、予

定価格とそれから最低制限価格、双方とも公開を

するというふうにいたしたところでございます。

なお、近年いろんな自治体でいろんな試行が行

われておりまして、それも例えば事前に公表して

はどうかというところもありまして、既に試行的

にやられているところもございます。

私どももこのあり方については常に透明性を高

め、また競争性を高めるという上から、どういう

形が一番望ましいかというのは常々検討している

わけでございまして、現在はまだ我々の方は事前

公開というところまで行っておりませんが、そう

いういろんな既に行っているところの問題点ある

いは課題なり、あるいはメリットなりというもの

の収集に努めておりまして、今後ともこの改善に

ついてはどういう形が一番いいかということは、

常に試行錯誤をしながら進めていく必要があると

いうふうに考えておりますので、今なお私どもも

このあり方については研究中ということでござい

ます。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 事後であっても予定価格、

最低価格を公開することにしましたと、こういう

明確な御答弁がありました。これは大きな前進だ

ろうと思いますが、私が言っておるのは、もちろ

んそういうことの努力をしていただかないといけ

ないんですが、こういう失格をされた業者がちゃ

んと正規に正しく自分の会社の中で見積もったも

－１７２－

のが失格となるとなれば、業者は自分とこを基準

にできないわけですね。そしたら、ちゃんとやろ

うと思ったらできないと思うんですね、この見積

もりというのは。これで絶対やれると。ある行政

においては、失格をしてもちゃんと聞き取りをし

て、果たしてそれがやれるかを確認してから決め

ると。それは合理的なやり方だと思うんですね。

業者、業者によって違うわけですから、そうい

う点でこういう失格者に対してどういうように納

得していただくのかということも含めてやらない

と、これだけ５万円とか１０万円とか５０万とか

という差で失格になっとったりするということに

なると、ほんとに意欲を注いで、結局役所はどの

辺に値段を入れとるんかということだけに関心が

行ってしまったのでは、やはりそういう行政の方

も誘惑が常にある環境になりますからね。

ある自治体では、そういうことがあるから事前

に公表したんだと。そうしたら一切ないですわね、

それはもちろん。だから、そういう点でやはり人

間は弱いものですから、人間は長く生きとればい

ろんな弱みも持っとるし、そんなことするんやっ

たらこれ出すでとか、人間というのは、そういう

弱さを持ってるのも人間の一面ですから、そうい

うものにさらさないと。職員をそういうことにさ

らさないという意味でも、職員にそういう誘惑な

り働きかけが一切ないようなシステムをつくるの

も、政治家市長としての務めだと思うんですね。

そういう点では、事前公開は、今のシステムを続

けるのであれば、事前に公表してしまうというこ

とは大きな策ではないんでしょうかね。

それは１つの今までのパターンですが、公共事

業というのは、公平、地域業者の育成という問題

があるわけですから、一定最低価格を公表すれば、

そこに数社集まるということはあると思うんです

ね。それはくじ引きでやって、その業者が満遍な

く平均的に仕事が行ってまちの公共事業に貢献を

するということで、それはいいわけですから、本

当の競争は、やっぱりそういう規制のできない民

間の方で十分やっていただくと。役所はやはり技

術レベルアップをすると。仕事の平均的なレベル

アップをしていくことにむしろ重点を置いて、適

正な価格での公平な仕事をしていただくという部



分もこの辺で根本的に考えないと、競争すれば安

くなるんだというのは、もう長い歴史の中で僕は

不可能だと思うんですね、状況的には。上限価格

に近いところで９０％を超えて落札しとるという

状況は、もう無理だという答えと一緒だと思いま

すよ。

そういう点では、私は考える場合に、そういう

標準価格ということで公平に仕事をやっていただ

くと。役所の仕事ばかりやる人は指名の中から外

して、役所の仕事は３０％とか２０％ぐらいの中

で平均をとっていけば、やはり民間の仕事をとっ

て、社会全体のそういう産業が繁栄していくと思

うんだけども、１００％に近い形で公共事業だけ

に依存しとるような業者というのは、それはちょ

っと僕は行政のあり方としては指導していく対象

じゃないかなと思うんで、そういうようなことも

含めて入札問題を私は考えていくべきだと思うん

ですが、それをやはり根本的に変えないといけな

いんじゃないでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 確かに、今議員ご指摘

のように、日本におきます公共事業のあり方と申

しますか、また土建業界のあり方というのは、１

つの岐路に来てるというんですか、すべての面で

見直しが進められてるという状況だと思います。

そういう中で、行政におきます入札執行のあり方

ということも問われていると思うわけでございま

す。

そういう中で、基本的には先ほど市長が答弁を

さしていただきましたように、最低制限価格のあ

り方を含めまして、現在研究中ということでござ

いますので、その点で御理解をお願いしたいと思

います。

〔小山広明君「議長、意見にしときますけど」

と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 僕は、この問題はかなり市

長のリーダーシップの要る取り組みだと思うんで

すね、今までのパターンの中では限界があるわけ

ですから。

そういう点でなしに、もっと公共事業の全体の

産業界の中における行政の課題みたいなところか

－１７３－

ら、今言うような、公共事業は公平性にむしろ重

点を置いて仕事のレベルアップを図ると。そうい

うことに切りかえるなら、むやみに競争をさせる

だけのことで、よりいいものをより安くという、

理想はそうなんでしょうけども、それはやっぱり

どういうレベルで言えるかというのはいろいろあ

るので、市長が一番内部のことも詳しいわけです

から、やっぱりそういうことを考えて、小出しに

するような対応ではなしに、一たん抽せん型を出

したけど、１年したらまた後退 一般的には後

退したようにしか映らないわけですから、もっと

根本的に入札のあり方を変える。横を見てやると

いうんじゃなしに、この面では市長はかなりリー

ダーシップをとって出してきた面もあると思うの

で、これから未来の公共事業の発注のあり方につ

いて大いに議論をして、１つの方向を打ち出すべ

きじゃないかなと。

市長に答弁してほしかったわけですけども、ぜ

ひそういうようなことも考えて、よろしくお願い

したいと思います。意見にかえておきます。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 私、他の質疑者の問題で

若干疑問がありまして、価格の事前公表の中での

最低価格の問題を公表することで弊害は出るのか

出ないのかと。あるいは、問題点が出るのか出な

いのかという考え方を持っての答弁をされている

のかどうかということがまず１点ですね。

これ、例えば最低価格はなしにという場合も大

阪府でやりました。去年たしかあったと思います。

そうすると、もう底値がないわけですから、１億

円が仮にあれば、例えば５，０００万、４，０００万

というように入っていったら、それで果たして仕

事ができるのかという問題が提起されてきて、逆

にできないという問題が出てきて、できる価格で

いかなきゃならないということで、ここでまた問

題が起こると。

場合によっては、前渡金というのがございます

ね。大阪府は４０％、泉南市が３０％に上げまし

た。これ、例えば２億円の仕事だったら６，０００

万円、これをもらって もらってというより前

渡金をいただいて、昨年か一昨年かありましたよ

ね。倒産ということがあった場合 この会社が



どうとかそうとかじゃないですが、その場合、問

題がありゃせんかと。後の処理の問題が１つは出

てくるということで、そういう点も含めて、やっ

ぱり我々としては考えなきゃならない問題が市と

してあるんじゃないか。

もう１点は、今確かに公共事業が厳しい社会情

勢に置かれておりますし、そういった意味では市

内業者が非常に多いわけですよね。７０社余りあ

るわけで、それでこのランクといいますか、この

状況、Ａ、Ｂ、及びＣを含めて泉南市にこの程度

の金額の応札できる業者は、これを見ただけでも

かなりおるわけですよね。

だから、失礼なことを言うて悪いですけども、

当然法的には可能なんですが、できるだけ市内業

者ということから見た場合は、１号議案の中にも

ありますように、そういった中での対応を考えて

いかなきゃならないんと違うかなと、いわゆる育

成という問題から見ても。という点を含めて、見

解なりお答えをいただきたいなと思うんです。

もう１つは、この坂田建設さんが本社はどこに

あって、売り上げで見ると２１０億円ほどあるわ

けですね。現実に、この泉南営業所での売り上げ

はどんなもんかなというふうに思いますが。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） １点目だけ私の方からお答

え申し上げます。

御指摘ありましたように、大阪府では最低制限

価格を撤廃している業種もございます。いろんな

ことが起こっているようでございますが、その場

合、それにかわる、要するにこの金額で施工でき

るのかどうかという判定委員会のようなものをつ

くって、そこで審査をされているというふうに聞

いております。

ただ、これがなかなか非常に難しい判断を逆に

求められるというふうに思います。業者がやれる

と言って値を入れた。それが実際それでできるの

かどうかというのは、なかなか非常に難しいかな

というふうに思っております。

ですから、そういう方法も１つありますし、そ

れからさっき言いました予定価格あるいは制限価

格そのものを事前公表するという場合もあろうか

－１７４－

と思います。これも既に何市かでやっておられま

す。その場合の弊害としては、予定価格だけを公

表した場合は上値張りつけ、下限価格を公表しま

すと下値張りつけというようなことにどうしても

なるということですね。

ですから、そうなりますと、業者そのものの自

主性、本来は見積もりしてやらなきゃいけない部

分が、それをしなくて安易にその価格近辺に入れ

るとか、あるいは自分とこの採算ということやな

しに、限定価格を１つのめどにしてしまうという

ようなことがあろうかというふうに思いますので、

いろんな方策が今回されておりますので、なお私

どももいろんなデータを集めて、問題点の整理を

して、泉南市としてさらに改善するとすればどう

いう形が一番いいのかというのを研究していると

いうことでございます。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 地元優先につきまして

は、対象工事の金額のかさ上げ等、対応してきて

いるところでございます。その中で、今回準市内

ということで業者が受注したわけでございますけ

ども、これにつきましては、一定の条件の中で従

来も１つの指名実績という形は、７年以降も何件

かあったという内容もございます。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 当業者の市内の実績等

につきましては、ちょっと今資料を取り寄せてご

ざいますので、申しわけございませんが、少しお

待ち願いたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 取り寄せてる間、ひとり

しゃべってます。

市長にまず答えていただきました。例えば、先

ほどおっしゃったように、下限価格を公表したら

そこに張りついてしまうと。それは当然そうなる

と思うんですね。かえって、その関係の中で我々

が一番懸念してる談合云々の問題が、そのライン

でぴしゃっと入ってしまって出てくる可能性は、

これはゼロとは言えないし、かなりの確率で出て

くるんと違うかなと。

だから、発表することがいいことか悪いことか

ということは、十分研究されなきゃならないんと



違うかなと。これは各地で実施してますが、決し

てベターな方法 ベストとは言わないし、ベタ

ーでもないということで、当局は皆非常に苦慮し

ていると。府の方もそうなんですが、苦慮してる

というのを聞き及んでます。

その点では、内容的に実施する側としては、完

全無欠なものというのは僕はないと思うんですが、

できるだけよりよきものにということの中で、先

ほど申し上げたように、例えば下限価格なしでや

ってしまった場合、それだけ人間要るわけですね。

検討委員会をつくって、それでできるのかどうか、

またそこへ人をとられていくと。我が市において、

その担当としての関係者がその見積もりをしたり、

中身をきちっと精査し直してパッと出したとき、

それだけの人間、何人かの人間がそこへ全部時間

をとられてしまうということで、非常に無理が生

じてくるのと違うかなというふうに私は思うんで、

十分そのことを注意してひとつお願いをしたいと。

先ほど、本社と実情ですね。それをまだお答え

いただいてませんし、そして今後１号議案にあり

ましたようにと申し上げたように、そういった意

味では、何といいますか、できるだけこういった

厳しい社会情勢の中で、泉南市内に本社を置いて

いれば、当然所得の申告も含めて市へ返ってくる

と。それ以外の業者では市へ返ってこないという

ことになりますので、税の問題も含めて、できる

だけ地域内業者にということの市長の希望もあり

ますし、我々も望んでますから、そういった意味

ではもう一度、これは市長が答えていただくのか

どうかは別として、そういう方向で走っていただ

きたいなと、配慮いただきたいなと。先に答えて

もらいましょうか。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 失礼いたしました。坂

田建設の所在地は、東京都墨田区でございます。

それと、各営業所ごとの受注実績、これは出てご

ざいません。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 巴里議員御指摘のように、

できるだけ市内の業者に受注機会をというのはも

ちろんそのとおりでございまして、先般も市内発

－１７５－

注上限額を上に上げて、その枠の拡大を図ったと

ころでございます。また、建築工事ですと、でき

るだけ可能なものについては分離発注をするとい

う形で心構えをして、設計の段階からの取りまと

めについては、分離発注可能なような工事仕分け

あるいは積算の分類といいますか、そういう形で

やっております。

御指摘いただきました、後ほど出てまいります

信達小学校なんかもそういう形で行ったところで

ございますので、今後ともそういう基本的な考え

方に立って行政を進めていきたいというふうに思

っております。

○議長（薮野 勤君） 巴里議員。

○２５番（巴里英一君） ３回目になると思います

ので……。市長おっしゃいましたように、できる

だけ地域の、建設も含めてですが、特に建設など

の問題については、かなりの分野、幅広い下請と

いいますか、その関係する電気も含めまして広い

と思いますので、できるだけその方向で僕はやっ

ていただきたいなというような評価をしておりま

す。

先ほど細野部長にお答えいただきましたが、２

１０億の売り上げで、本社は東京だと。僕はまた

大阪府内の業者が支店を出してるのかなというふ

うに思ったんです。これ、かなり支店の売り上げ

がどうかなといったら、支店の状況から見たら、

実態はわからないということは、そういう資料が

つくれないということなのか。例えば支店の単位

で、例えば大手の建設会社で大阪支店てあります

よね。大阪支店が年間幾ら売り上げて出てますよ

ね。

これは営業所でしょう。営業所を置けば、別に

売り上げがどうであろうとも、こういう形で今後

も 営業所でしょう。支店じゃないですね。こ

の支店はどこにあるのか、ちょっとわからないん

ですよ。

これ、営業所との契約というのは今まで余り、

僕は支店というのは聞いたけども、営業所という

のは余り聞かなかったような気がするんですね、

支社とか何支店とか。だから、超大手はかなりの

形で出てるんですが、支店とか支社とか、いわゆ

る支社長とか支店長とかいうことで、市長と工請



の契約を交わしてますよね。そやけど、営業所と

交わしたというのは余りないんで、支店だったら

大体売り上げ出ますよね。営業所やったら売り上

げ出ないです、今おっしゃってるように。

これを今後もこういう形で、営業所であっても

いいんだということで指名 これ助役ですね。

こういう形で考えていきはんのかどうか。これを

はっきりさしていただきたい。それをちゃんとし

ていただければ、もう最後の質問もなくなると思

いますんで、ひとつよろしくお願いします。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） この当建設会社は、大

阪支店も持ってございます。ただ、今その支店の

受注実績については手元に資料がございません。

それと、今回の契約に関してでございますが、

本社がその契約として泉南営業所に委任をしてい

るという中で、その契約をこの営業所と行ったと

いうことでございます。

〔巴里英一君「議長、もう最後にします」と呼

ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 他の方もあると思います

ので……。これ少し、今の答弁からいうとちょっ

とそぐわないのと違うかなと思いますので、これ

はできるだけ責任のある支店、支社、最悪でもそ

の方向で契約をしてもらいたい。営業所では責任

ないんかということではないですけども、会社で

ある限りはそれだけの評価をしていかなきゃなら

ない。営業点数で、あるいは実績点数であると思

うんですが、売り上げが泉南ではわからないとい

うことも実態をやればわかるわけで、その点がち

ょっとぬかってるんじゃないかなと思います。全

体的にはこういった事実上の落札の実態を見れば、

７，０００円の差もあるし、わずかのところで失格

してるということもありますから、非常に公平な

いわゆる競争入札で応札したんじゃないかと私は

思います。

そういった意味では、先ほど市長がお答えいた

だいたように、今後できるだけ透明性といいます

か、そういうところが明らかになるような方向で

の入札制度のあり方をもう少し研究いただいたら

なと思いますので、そういうことをお願いして、

－１７６－

私の質問を終わります。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 先ほどからいろいろと論

議を聞いておりまして、１つは一番冒頭に論議が

ありましたこの営業所の実態の話なんですよね。

ここに発注者、請負者、甲乙が乙の方では、先ほ

ども巴里さんからありましたように、泉南営業所

の所長と。これが１つの人格を有して契約の相手

になっているわけですから、それだけにやはり実

態が問われるんではないかというふうに思うんで

すね。

それで、先ほど前川課長が、私は行ってないけ

れども職員が行ったと、こういうふうにご答弁さ

れました。その職員から実態についてどういうふ

うな報告を受けているのか。机上では８人、その

８人が本当に営業で何人、それから事務で何人、

それから会計でどういう仕事をしてるのが何人

コンピューターの時代ですから、コンピュータ

ーの機械でいろいろ資料をインプットしたり、帳

簿をインプットしたりしてると。そういう仕事を

してる人が何人いるのか。８人というたら大世帯

です。

ところが、ここについては従来からるる議会で

もほんとに実態がない何々会社ではないかという

ふうなこともいろいろ言われてきてるんですよね。

今に始まった話と違うんです。農家の２階で、ほ

んまに従業員もおらないような、おればそこで生

活のにおいがしますから、営業のにおいがします

から、ところがそういうにおいがしない。本当な

んだろうかと、こういうことが言われてきてるわ

けです。それで、あなたはどういう報告を受けら

れたのか、お伺いをしたいと。

それから、入札の問題については、いろいろ全

国で今、談合防止という前提に立って、例えば神

奈川では秦野に続いて座間なんかでも、ほんとに

朝日新聞なんかで評価されるようないわゆる事前

の直接工事費の まだこれは試行なんですが、

そういう予定価格の公表とか、こういうことで談

合防止に大きな効果を上げているわけですね。

ただ、業者の皆さんの営業をどういうふうに保

障していくか。今日のこういう不況の時代ですか

ら、そういう点は考える。だから、予定価格は一



定の利益を積算した、そういう価格にすれば問題

ないわけですから、そういう点で底値で競争して

も、一定そのこと自体が営業を保障するようなそ

ういう価格であればいいわけです。そういうとこ

ろがどんどん出てきて、非常に申しわけないんで

すが、東大阪なんかでもそういうことで大きな効

果を上げて全国的に評価されている。こういうこ

とがどんどん出てきてるわけですよ。

泉南市の５月に発行された業者向けの案内なん

かでは、非常に厳しいことを書いてますね。不良

不適格業者の排除と。真摯に技術力の向上を考え

ておられる業者の皆さんを栄えさせるためにはこ

ういうこともやっていくんだと、こういうことを

やっておられるわけです。

さきに戻りますが、そういう点では実態が大事

だというふうに思うんですが、営業実態というの

は非常に大事だと思うんですが、その点と、それ

からいわゆる先進市に学ぶと、こういう点ではど

の程度事前公表の問題について模索をされている

のか、検討されているのか、その辺の中身につい

てお示しをいただきたい。２点。

○議長（薮野 勤君） 前川契約検査課長。

○総務部契約検査課長（前川正博君） 和気議員質

問の営業所の所在等の確認ということでございま

して、これにつきましては私どもの方も確認さし

ていただいておりまして、事務所の形態だけがあ

って人がおらないというふうなことはございませ

んでした。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 事前公表ですね。これ

につきましては、いろいろメリット、デメリット

を含めまして、先進市のそういうような事例も含

めて、現在資料を収集しまして検討中という段階

でございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 談合防止のための事前公

表については、もう早くから我が党も提案してお

りますし、また別の皆さんからも提案があるわけ

です。だから、どういう観点で、どういう方向で

検討し、今の到達点はどうなのか。やる方向で進

んでるのか、それともまだ検討段階でもう少し時

－１７７－

間を貸してほしいと、こういうことになるのかで

すね。

その辺はちょっと、もう何年かん年やってるこ

とですから、この論議は。その中で、事後公表に

ついては最低制限、予定、両方やられてるわけで

すから、そうやってこの評価をして、その上で質

問してるわけですから、さらに談合防止という観

点に立って、一定の評価すべき前提をさらにどう

推し進めていくのか、こういうことを聞いている

わけですから、その辺は抽象的な漠とした、わか

らんような答弁ではなくて、今の到達点を明らか

にしてください。せっかく全国から資料を取り寄

せて勉強してるんやから。全国で大きな成果が出

てるわけですから、全国的には。泉南市もどっち

かというと先鞭を切ってるわけですから、その点

は評価してるわけですから、その点でどうなのか

ということ。

それから、やっぱり実態については営業所の所

長ですね。これは少なくとも僕は常駐されてるか

どうかというふうに これは営業活動をやって

おられる。今はそら工事を受注してるわけですか

ら、３月に受注したわけですから、専決でやられ

たわけですから、そら常駐はしておりますでしょ

うけれども、この入札以前についてはどうだった

のかと。

それから、行ったんやったら、いつ、だれが、

どういう格好でいわゆる実態調査に行かれたのか

ですね。そんなことぐらい、行ったんやったら名

前まで明らかにしてもろてもいいでしょう。隠す

ことと違いますがな。行ってなけりゃ問題やけど

も、行ってるんやったら、いつ、だれが、どうい

う格好で実態調査をしたのか。

先ほどから、清樟会のメンバーでおかしいんと

違うかということまで出てるわけですから、いや

そうやない、実態はちゃんと調査した上で、営業

実態がある、そういうことの上で指名に選んだん

やと明確にされたら、これはすきっとしますよ。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） １点目についてお答え申し

上げます。

先ほど巴里議員のご質問にお答えしたんですが、

さまざまな形があるんですけれども、完璧なもの



はないんですね、残念ながら。それぞれメリット

とデメリットと隣り合わせにあるということでご

ざいますので、今いろんなケースを想定して研究

をさしております。

それで、改善については、年当初あるいは年度

当初に行うのがいいというふうに考えております

ので、今いろんなケースを想定して取り組みをい

たしておりますので、今の時点ですと来年の１月

か、あるいは来年度当初ということをめどに、さ

らに改善をするように考えてまいりたいというふ

うに思っております。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 市長ね、議会もこの点で

は積極的に提案もし、ともに勉強していきたいと

いうふうに思いますので、年度当初で結構です。

経過について一定報告できる段階になれば、担当

の総務や、あるいはできれば産建の方にもお示し

をいただいて勉強さしていただきたいと、こうい

うこともお願いをしておきたいと思います。それ

は異論ないですね。よろしく。

それから、前川さんが答えたんやから、いわゆ

る実務的な処理の問題だから、あなた答えてもい

いですよ。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 済みません。今、具体

的に担当者が現地に確認に行った日にちについて、

具体の日にちをちょっと今確認してますんで、済

みませんが、お願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 行ったと言うてるわけだ

から、それを前提に聞いてるわけですから、今さ

ら聞きに行かれるというのは……。それから、先

ほども出てますけれど、だれかこの関係者が、こ

れだけ先ほどから論議になってるわけですから、

すぐ走れるように、あるいは走って、すぐに前川

課長に報告できるような体制は、控え室でとって

るはずでしょう。こんな待ってるようなことね…

…。ほんとにもっと議会の進行に協力してもらう

ように、理事者にちょっと強く言ってください。

○議長（薮野 勤君） 理事者に申し上げます。

議員の質問に対しては、明快に的確に答弁をお

願いいたします。前川契約検査課長。

－１７８－

○総務部契約検査課長（前川正博君） 工事依頼が

下水道の方からありました際に、私どもの方の担

当の者が……（林 治君「だれやねん」と呼ぶ）

担当の課長代理でございます。根来がおりますが

……（林 治君「根来君は行ってない。確認した」

と呼ぶ）担当の係長が現場の方を確認さしていた

だいております。

〔発言する者あり〕

○議長（薮野 勤君） お静かに。和気君。

○１３番（和気 豊君） 先ほど、非常に実態を踏

まえたそういう入札のあり方ということで、ずっ

と論議が展開されています。私も本当に執務をし、

営業活動をしている部屋の中の実態まで含めてち

ゃんと実態調査をしたのかということを、林議員

もしかり、私もそういうことを聞いてるわけです。

そんなもん、営業所の前を通ったなんて、毎日

通ってる人おりますがな。林さんは毎日通ってる

言うてるんやから。僕はたまたま地域が違います

から、月一ぐらいしかあそこを通りませんが、一

遍ほんまに根来さんやったら……（発言する者あ

り）ちょっと待ちなさい。質問中や。行ったと言

うんやったら、一遍言うてください。大事なこと

やから、実態を調査したかしてへんかというのは。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 実態と申しますか、そ

れは表現の内容に不足がございまして、その所在

地ですね。それについて確認したということで、

御指摘の中の執務状況までのその確認はしてない

ということです。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 所在を調べるだけで、ど

うやってこの営業活動をやってるかという実態が

わかるんですか。実態をほんとにつかんだ上で指

名をやってるのかと、こういうことがずっと討論

のやりとりの経過じゃないですか。今ごろ何言う

てるんや、おまえ、ええかげんにせえ。

○議長（薮野 勤君） 質疑中でございますが、本

日の会議の時間は、議事の都合によりあらかじめ

これを延長いたします。和気君。

○１３番（和気 豊君） 議長ね、こんなむちゃく

ちゃな答弁しとって、経過はずっと実態を踏まえ

た、いやしくも営業所長の名前で契約してるわけ



ですよ。それが、営業実態があるかどうかという

のも確認せんと、所在地だけ調べたというような

ことで、それで答弁しとるわけやから。今までの

経過で、そんな答弁では答弁になってないことは

明らかですよ。うそをついたんやないか。はっき

りしてるがな。

〔成田正彦君「議長、議事進行で」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） 今、前川課長の答弁は、

明らかにうそということになってますからね、こ

れは議会に対する冒涜でっせ、これ。２６名の議

員みんな聞いてますからね。こんなことなかった

わ、平気でそういうこと言うの。断固としてここ

で厳しい対応を議会がせんと、そらもう議会に対

する冒涜ですよ、これ。

○議長（薮野 勤君） 暫時休憩いたします。

午後４時４１分 休憩

午後７時 ７分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

私、議長より一言理事者に申し上げます。報告

第２号の質疑に対し、正確性を欠く答弁を繰り返

したことについては、今後かようなことのないよ

う厳重注意をいたします。

質疑を続行いたします。和気君。

○１３番（和気 豊君） 議長から冒頭、厳重注意

のお言葉がありましたが、果たしてそれで済む問

題かどうか。私は二、三続けて質問してまいりま

す。

実態があるかどうかの論議をしているときに、

まず細野部長は、営業活動に出ている人がいるこ

ともあって、おらないこともあるだろうと、こう

いうふうなことを言われたわけですね。実際に確

認をしてるかどうかと、こういうふうに続けて林

議員が質問したら、これを受けて前川さんが、私

は確認しておりませんが、係が確認しております

と、こういうことでいかにも実態があるやの答弁

をしているわけですね。それで、最終的には細野

部長は、所在地を確認しただけのことであると。

これでは議会全体にうそをついたと、こういうふ

うに言われても仕方がないんじゃないですか。そ

ういう問題なんですよ、この性格は。

－１７９－

これでは、契約検査という重大な ほかの部

署でもそうですけれども、公務員である以上、公

平を期さなければならない、公正を期さなければ

ならない、うそを断じて排除しなければならない

部署にあって、こういうことが、それも議会の場

で質問を受けた答弁で、こういうことを言うこと

が果たして許されるのかどうか。

私は、このことについては厳重注意どころでは

済まない。まさにその部署に存在が許されるかど

うか、そういう問題だろう。非常に厳しい言い方

ではありますけれども、そういうふうに思います。

これは、そういう点で私個人のやりとりの中で、

あるいは林議員のやりとりの中で出てきた問題で

すけれども、議会開会中に議会全体に対してまさ

にうその発言をされた、こういうことで、この扱

いについては、今後議長にその扱いをゆだねたい。

ただし、厳重注意ということだけでは済まない大

きな問題だ、このことだけははっきりしておきた

いと思うんですが、今後二度と繰り返しませんと

仮に言ったって、堂々と本会議でうその答弁をさ

れるわけですから、その保証はほんとにないわけ

でありますから、私はその点で非常に懸念をいた

します。これからいろいろ契約行為がずうっと出

てくるわけですから、そういうことに対してどう

正しい対応をされるのかどうかですね。非常に疑

問であります。

そういうことで、この件で最高責任者である議

長、ちょっとあとゆだねたいと思いますが、市長

に、職員を監督、指導しなければならない市長と

して、この議会でお二人の方がとられた態度、発

言についてどういうふうにされるのか、その点を

お聞きしたい。

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

〔和気 豊君「市長に聞いたんやぞ。市長やな

いか、最高責任者は。ちょっと待ってくださ

い、待ってください。」と呼ぶ〕

○助役（遠藤裕司君） 先ほど、議長からもおしか

りを受けておりますが……（和気 豊君「ちょっ

と待ってください。議長、これは契約問題じゃな

いでしょう。職員のあり方の問題を聞いてるんや

から、市長に答弁させなさいよ」と呼ぶ）再三に

ついての資料の問題について、おわびを申し上げ



たいというふうに思っております。

ただ、先ほどのやりとりの中で……（和気 豊

君「議長」と呼ぶ。林 治君「議長、議事運営」

と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 静かに。発言中です。

〔林 治君「議事運営です」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 発言中です。答弁中です。

○助役（遠藤裕司君） 正確性を欠くお答えを申し

上げたという点については、おわびを申し上げた

いというふうに思っております。（林 治君「議

事進行についてやから。議長」と呼ぶ）

ただ、私どもが申し上げておりましたのは、事

務所について現地に行って確認をしたということ

でございまして、その存在につきましては確認を

したということでございます。

ただ、質問の中でもう少し我々として意図を酌

み取っておればよかったのかもしれませんけども、

中まで入って確認をしたのかという点では、そう

ではないということを申し上げたわけでございま

す。

今後ともそういう点につきましては、やりとり

ではございますけれども、十分質問者の意図を確

認をしながらお答えもさしていただかねばならな

いという点で反省を申し上げておりますので、お

答えを申し上げます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 議長ね、今質問者が市長

にと、特に大事な問題やから市長に言うてるのに、

また上塗りするようなことを答弁してたら、いっ

こも意味がないやないですか。そらおかしいです

よ。ちゃんとまともに運営してくださいよ。

○議長（薮野 勤君） やっております。ただ、今

の発言の中でいわゆる経過がございますので、理

事者の側としては、答弁者はそれを発言したわけ

でございますので、あとは理事者側の答弁であり

ます。和気君。

○１３番（和気 豊君） 今も議事進行にありまし

たように、私は議会でうそをついた職員の処遇の

問題について、最高の職員を統括される、監督、

指導される権限を持っておられる市長に、その対

応のあり方について問いただしたわけですから、

ちゃんと答弁をするように指示してください。

－１８０－

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 本議案に対する答弁の中で、

資料の準備不足も含めて大変不手際があったとい

うふうに思っております。心からおわびを申し上

げたいと思います。

それから、御指摘ありました調査の件につきま

しては、前任者の質問も含めて、その質問の要旨

に的確に答え得なかったという部分もありますし、

誤解を与えた部分もあるというふうに思います。

ですから、ただいま議長からも厳重注意をいただ

きましたので、今後我々行政の方でそのあたりの

経過を調査いたしまして、その後の対応について

は、行政は行政としての一定の判断をしたいとい

うふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 今回の問題は、坂田建設

が準市内業者だということで指名を受けたわけで

すね。準市内業者というのは、いわゆる建設業法

に基づく支店、営業所が市内にあって営業活動を

やっている、こういう実態が存しなければならな

いわけですから、これはみずから市がお決めにな

った準市内業者の認定に関する要件ですから、そ

れをずっと一貫して聞いているわけです。

そんなもん、所在地の確認だけでは、地図をち

ゃんと添付してるわけですから、所在地図は添付

してるわけですから、いわゆる営業活動の実態、

これがあるかどうかの確認をしなければ、これは

指名の対象にもなり得ないわけですから、そうい

うことの確認をしたのかどうかということのやり

とりの中で、したんだと、こういうふうに明確に

言っているわけです。

指名にかかわって、その指名が正当かどうか、

こういう論議の中でのうその発言ですから、それ

で問題が大変な問題だと、こういうことにして、

契約そのものが、いわゆる専決でやられたそのこ

と自体が問われるような、大きな発言、うそをさ

れているわけですからね、重要な問題なんですよ。

単に、うそをつきました、誤ってました、誤解

を与えるような発言でしたと、そういうことでは

ないんです。明確に契約検査課みずからつくった

その要件に基づいて質問しているわけですから、

それに欠くような業者であったのかなかったのか。



単に所在地だけを確認してきたで済む問題ですか、

これは。そんなおかしな答弁で、うその答弁で、

ごまかしの答弁で事が済むと思ったらえらいこと

ですよ。

今後、そういう答弁がこの議会でまかり通ると

いうことになれば、議会の審議は一体どないなる

のか。議会の権威はどうなるんですか。このまま

では、今のような市長の答弁では、事は済まされ

ません。２億になんなんとする契約行為をする、

その根拠になる実態のあり方の問題を林議員、私

と続けてやっているわけですから、それに対して

うその発言をしたということで、これは許されな

い問題だというふうに思います。

議長、取り扱いについて、再度今のような市長

の答弁では、これは議会としても許されない問題

だというふうに思いますので、議会全体での対応

をお願いをしたいと、こういうように思います。

○議長（薮野 勤君） 理事者の答弁を求めます。

遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 何度も、市長からも申し上

げましたけれども、的確な答弁ができなかったと

いうことについては、申しわけなく思っておりま

す。ただ、実態については、現地に行っただけだ

というふうにおっしゃいますけれども、現地に行

って所在を確認をするというのは、立派な、重要

な仕事であります。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） そんなことは答弁になっ

てない。そんな所在だけを確認して事足りるんや

ったら、それこそ地図を添付さしてるわけですか

ら、それだけで済むわけです。実際、そこで営業

活動や営業の実態があるかどうか、８人の職員が

存在して、営業活動や事務執行をやってるかどう

か、このことの確認が実態調査なんですよ。実態

の調査なんですよ。

そこに看板掲げてるだけではだめなんですよ、

これは。そんないわゆる業者指名委員会の会長で

ある助役の答弁、むちゃくちゃですがな。そんな

もん、外から見て営業の実態わかったらえらいこ

とや。

今、私ではないんですが、この休憩に入った直
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後に３人の議員が現地の視察に行かれました。外

から見ただけではなくて、戸があいてましたので

中へ入って、たまたま出られた女性の方に、年ご

ろ２３ぐらいの女性の方ですが、その方に聞いた

ところが、ここにはそういう坂田建設のようなも

のは知らんということを言われて、事実その１階

には塾が開会できるようにやられている。２階に

も同じように塾の対応があったと。実際営業の実

態がなかったんですよ。外から見たらわからなか

ったけれども、中へ入って初めてその実態がつぶ

さに明らかになったわけです。そして、そこにお

られた女性の方も、そういう坂田建設のようなも

のは知らないと、現実に言っておられるわけです。

そのことについて、どうなんですか。本当に確認

をされてるのかどうか、もう一度お伺いをします。

今現実にないんですよ、営業所の実態は。

○議長（薮野 勤君） 前川契約検査課長。

○総務部契約検査課長（前川正博君） 営業形態が

あるかという御質問にお答えいたします。

先ほどから和気議員の方から御指摘いただいて

ます営業活動につきましては、私どもの方にもよ

く名刺等を持参されまして営業活動をよくされて

おられましたのは、事実でございます。

また、事務所の件でございますが、この件に関

しましても、事務所の中に入って調査云々という

御指摘だったかと思いますが、この件に関しまし

ては、過去に談合事件があった際にも、会社の事

務所内に立ち入りをした際に指摘を受けました経

緯もあり、また疑惑を招くおそれもありますので、

原則として市内業者も含めまして、私どもが事務

所の中に入っての立ち入りは、今まで行っておら

ないのを御報告いたします。

また、先ほど会社の方に行った際に云々という

御指摘だったかと思いますが、私どもの方でも確

認さしていただきましたが、会社の１階部分には

手前側に塾がございまして、その奥側に坂田建設

の事務所があるということでございます。

それから、先ほど私どもが確認さしていただき

ました中では、女性の方が来られてということで、

応対は塾のアルバイトの講師の方が応対に出られ

たようでございます。その中で、会社、坂田建設

はどこですか云々という話の中で講師の方がお答



えになられたのが、わからないので家主の方に聞

いてくださいということでお答えしたというふう

に聞いてございます。

私どもの方といたしましても、先ほど来より御

報告さしていただいてますように、事務所の形態

の確認はさしていただきました。この日付が２月

の１２日、課員が確かに行っております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 何遍言われても、事務所

の所在地の確認をしただけということで、形態と

いうのは形だけ 形態というのは形ですからね。

そういうことになってるわけで、実際営業活動を

やってるその実態については一切やられてないと。

結局、営業の実態があるかどうか。実態のない

業者に指名してどないなるんですか。実態があっ

てこそ初めて、その業者は責任を持って、契約の

相手方として責任もとれるだろうし、そして存在

しているということが確認できるわけですから、

そんなものは当たり前のことですよ、何ぼ言うて

も。外から見ただけでその営業実態というのはわ

からないわけですから、営業実態があってこそ契

約の相手として存在が許されるわけですからね。

こんなのはもう、先ほどから助役が、あるいは市

長が言われるけれども、これはもう明確に質問の

やりとりの経過から、うそをついたということに

なるわけですから、やりとりの経過をもう一度つ

ぶさに思い出してください、 私、先ほど言いま

したように。

その辺から、これについては重要な問題ですか

ら、監督責任者としての市長の答弁を再度求めま

す。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほども申し上げましたよ

うに、議長からも注意をいただいておりますし、

いろいろ準備不足の点があったということは、再

度おわび申し上げたい。

その確認の状況とか、それから実態の問題につ

いては、私の方で当時の調査に行った者も含めて

調査をしたいと。その上でここでの御答弁と違う

ということであれば、それはまたそれで私どもの

方でその対応をしたいと、このように考えており
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ます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） いやいや、調査をすると

いう問題と違うでしょう。責任を持って確認をし

たと、こういうことを言われてるわけですから、

その後確認が事実はされてなかった。外から所在

地を確認しただけだと、形態を見ただけだと、こ

ういうことになっているわけですから、これはも

う調査の必要ないじゃないですか。責任を持って

答弁されたんですから、部長も、それから課長も

ね。

それがいわゆるやりとりの中ではうそだという

ことになっているわけですから、問題はうそをつ

いた職員に対する対応をどうするのか。これはち

ゃんと条例の中にありますでしょう、あえて言わ

なくても。その条例を適用するのかどうか、その

ことについて検討するということであればまだし

も、一体何を調査するんですか。責任を持って発

言したんですよ。そういう問題じゃないですか、

これは。２億になんなんとする契約行為じゃない

ですか。そのことについて、実態がある会社と、

営業所と契約をしたんだと、準市内業者としての

扱いで指名し、落札して契約をしたんだと、そう

いうことじゃないですか。契約しといて、今さら

何を調査するんですか。それやったらもう一回や

り直しますか、これ契約を。できないでしょう。

今の答弁やったら、調査した上でもう一回ちゃ

んとした契約をやると、こういうことで調査をす

るというのであれば、納得できます。そうじゃな

いでしょう。自信を持って契約やったんでしょう。

契約の瑕疵ありますか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 調査に行ってないものを調

査に行ったといえば虚偽になるわけでありますが、

現実に行っているわけですね。その調査の中身の

話やというように思います。ですから、建物の中

まで立ち入って、人数を数えてとか、そういうと

こまではやってないということですから。

ただ、事務所の確認、あるいは電話なりの応対、

このあたりの確認はしてるということですから、

すべて違うということではない。さらにもう少し

念を入れてという部分はあるかもわかりませんが、



全く行ってないものを行ったと言ったというよう

なことではございませんので、そのあたりは一定

理解をいただきたいというふうに思います。

○議長（薮野 勤君） 和気君。和気君に申し上げ

ます。議事の時間も経過しておりますので、協力

のほどお願いいたします。

○１３番（和気 豊君） 契約の相手として、営業

所ではあるけれども契約をやってるわけですね。

そうしたら、その営業所が果たして契約の相手た

るいわゆる主体性、そして法で認められる、建設

業法で認められるような営業活動ができ得る実態

になるのかどうかということを調査しなければな

らないじゃないですか。

そして、問題は、この業者は今に始まってこう

いう問題が投げかけられたんじゃないですよ。１

２億になんなんとするあの岡田幹線のあのときに

も、準市内業者だということであえて経審点１，４

００のあれで、特別条項を適用してやった。あの

ときにも、果たして実態はあるのかどうかと、こ

ういうような質問も出てたんですよ。

だから、本当に調べるのであれば、実態を十分

調べる。外から形態だけをのぞき込むような、そ

ういうことでは済まされないというのは、さきの

あのほんとに上限価格にほとんど吸い寄せられる

ような９９．１４のそういう高いあれで入札した。

そのときにも入札のあり方から、結果論ではあり

ましたけれども、こんな契約おかしいんと違うか

と。そのときにも同じような問題が提起されてる

んです。

そういう経過からいっても、実態調査は当たり

前のことなんです。だから、今回この業者につい

ては、本当に契約の相手たる実態が存するのかと

いう質問が出てるわけです。それに対して外から

見に行ったというようなことでは、これは済まさ

れないわけですから、その点はもうよろしい。そ

んなうその答弁するような人に……。

市長、どうですか。経過からいっても、ちゃん

とそういう虚偽の答弁をした職員に対する対応は

明確にしなければならないんじゃないですか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） ですから、先ほど申し上げ

たように、行ってないものを行ったと言えば、非
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常にうそをついたということになるんですが、現

に係長が行っているわけですね。その行った中身

の問題だというふうに思うんですが、立ち入りを

するということについては、一昨年でしたか、ち

ょっと新家の方の業者さんの方に事情を聞きに行

ったときに、なぜ行くのかといろいろと御指摘も

いただきました。

ですから、それはそういうのは誤解を招くから

控えようということで、行っておりません、その

後はですね。ですから、そちらの方の実態につい

ては、客観的に判断できる範囲内で行ってるとい

うことでございますから、それはもう受けとめ方

の違いはあろうかというふうに思いますが、我々

の方も何も現地を見に行っていないということで

はございませんので、きちっと行って、その辺の

所在の確認を含めてやっておりますので、その辺

は理解をいただきたいというふうに思います。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 実態調査が必要だという

ことは、これは当たり前のことなんです。私は、

何もその業者に問題があって、その問題を追及す

るために立ち入りせえと、こういうことじゃない

んですよ。最低、営業実態があるかどうかの確認

ぐらいは、これは外から見てはわからないわけで

すから、どういう事務執行をやってるのか、８人

の職員がどういう配置で仕事をしてるのか、こん

なことは問題なくとも相手に聞くぐらいは当たり

前のことであって、そんなことは相手も許してく

れますよ。

ところが、今言ってるのは、そういうことをや

ってないと。やるべきだということについて、や

りましたと言うたんだから。実態調査が必要だと、

中身が必要だと、契約の相手方として。そういう

ことについてやりましたと言うたから、それはう

そですよと。ただ、現地を確認に行ったんですか

というような質問と違いますよ、質問は。そうで

しょう。

契約の相手方として、ちゃんと 私の質問も

そうですよ。実態調査をやったのか、やりました

ということだったんですよ。そうでしょう。質問

のやりとりをもう一回ちゃんと市長確認してくだ

さいよ。もうええよ、あんたら。市長。



○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 実態調査ということではご

ざいますけれども、我々とすれば事務所、営業所

につきまして商業登記も含めて申請書類があると、

一応それについて現地に確かにあるということを

確認をした上で、営業実態ということであります

が、先ほど課長からもお答えを申し上げましたよ

うに、常々その所長とも日ごろから話をしており

ますし、またこちらから電話を入れる、連絡を入

れるということでも連絡がその場で通じるという

実態もございます。転送電話ではございません。

現実にそこに登記された事務所の職員の方が電話

に出て、いろいろと連絡をつけております。

そういう意味で、営業所の実態というのは我々

は承知をいたしております。その中で、８人の人

間が何をして、どこに配置をするというのは、極

めて民間企業の中の話であれ、我々が関知すると

ころではないというふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 和気議員。

○１３番（和気 豊君） 出してきた書類について、

その書類の正確性を確認することがなぜ民間企業

に対する介入になるんですか。出してきた書類が

事実かどうかということの正確性を期すために、

その範囲で立ち入ることがなぜいけないことなん

だ。当たり前のことやないか。そんなことを言う

とってどないするんや。

そして、かねがね問題になってきたことだ。そ

ういうことで実態調査の問題を云々したときに、

行きましたと、係に行かせましたと。当然、その

答弁は、実態調査に行きましたと、こういうこと

で答えてると、だれでもそうとりますよ。ところ

が、それはただ現場を確認に行っただけやと。こ

ういうことでは、これは社会常識では、社会では

うそをついたということになりますよ。

議会の本会議ですよ、これ。その場で言ったこ

とですから、これはもうこれ以上 我々は職員

の皆さん信頼してますよ。正しくやっていただい

てると、公正、公平にね。ところが、きょうの事

実はそうやないんですよ。それで声を荒げてこう

やって何回も質問してるわけです。

それに対して市長がまだ、行ってることは事実

ですよね。そのことは否定してないよ。行き方の
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問題を言うてるわけ。実態調査に行ったのか、た

だ形態を確認に行っただけか。形態の確認に行っ

た問題ではないでしょうと。実態調査が必要だか

ら、やる必要があるんでしょうということを言っ

たわけ。それに対して、行きましたということや

から。何回経過を言わすんですか。

うそをついたということになってるじゃないで

すか、明確に。契約の相手ですよ、２億になんな

んとする。それが本当に営業活動をやってる、工

期も全うする。先ほど言われた名刺も持ってきて

営業活動をやってきてる。これはどこを拠点にや

ったか。大阪市内から、支店から来てるかもわか

らん。そんなものは実際に届けた営業実態を証明

することにも何もならない。名刺を持って従業員

が来るようなことは、市外からでも来られますが

な。東京からでも来られますがな、２億の仕事を

とるんやから。そんなんは営業実態があるかどう

かの証明にはならない。そんな生半可な答弁しと

ってどないするんや。

もう時間も時間ですから、ほんとにまともな答

弁が返ってこないということを前提にして、それ

こそはっきり私は言明して、この辺で議事にも協

力して、質問を終わります。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

島原君。

○１７番（島原正嗣君） かなり長い時間、この問

題が議論されてるんですが、私も巴里議員さんの

御指摘の問題と若干関連するんですが、二、三確

認をしておきたいと思います。

１つは、この契約書を見ますと、男里五丁目の

１の２７番地と、こう書いてるわけですね、契約

の相手が。所長さんが川畑 これ何というんで

すか。何ヒデというんですかな、人の名前という

のはなかなか読みにくいから。私の名前でも「シ」

とも読むし、「ツグ」とも読むし、どっちでも読

めるんですが、こんなのはどうでもよろしい。

問題は、今議論のありました坂田建設の法的な

これは法人登記もしてると、こういうことで

すが、その事務所はどこですかな。国道沿いにあ

るところになってるのか、よくわからないんです

けれども、実際どこかもっと明確に、地図があれ

ば地図が一番わかるんですけども、お見せをして



いただけますか。

○議長（薮野 勤君） 前川契約検査課長。

○総務部契約検査課長（前川正博君） 島原議員の

事務所の場所ということでございますが、議案書

の２１ページの方に地図がついておりまして、府

道堺阪南線と明記してる箇所の交差点部分ござい

まして、その小さくカーブしておる道路の際に３

ミリ四方ですか、程度の図上に出てきてるのが事

務所の場所でございます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 今の助役さんの答弁で、

法人登記とか何とかということをおっしゃったん

ですが、そういうことで尾崎の法務局かどこかし

てると思うんですが、それは間違いなくそういう

ようなことになってるのかですね。

それと、場所がちょっとわからん。この地図だ

けではわからんですけども、きょうご質問あった

ので、その答弁に対しての事務所の位置なんです

が、現在坂田建設株式会社ということでプレハブ

のような建物の２階がありますね。泉南市から行

くと右側ですけども、今言う臨海に入る道と

バンドー化学のとこですね。そのちょうど角のと

ころに看板は上がってます、坂田建設株式会社と

いうて２階のとこにも。２階のとこと、それから

２階建てですから下に事務所があるんですが、こ

れはその両方全部使うてるんですか。どちらを使

うてるんですか。１階ですか、２階ですか。そう

いうことですね。その登記をしたということは、

どの部分をどう登記してるんですか。

○議長（薮野 勤君） 前川契約検査課長。

○総務部契約検査課長（前川正博君） 場所につき

ましては、先ほど御説明さしていただいた箇所で

ございまして、確かに２階建てになっております。

２階部分が塾をされておりまして、１階部分の入

り口側が塾の事務所と申しますか、使われておる

と。それから、その奥側ですか、１階部分の奥に

坂田建設の事務所がございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 答えてまへん。法人登記

はどないなってまんねん。助役さんの答えた分、

答えてない。
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○議長（薮野 勤君） 答弁を願います。前川契約

検査課長。

○総務部契約検査課長（前川正博君） 申しわけご

ざいません。謄本上で申します営業所一覧という

のが添付されておりまして、本店、それから私ど

もの方に提出いただいてる泉南営業所、あるいは

大阪支店、堺云々ということで、一覧でずっと新

潟等までを含めましての一覧表が添付されてござ

います。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 一覧表のことをお尋ねし

てるんじゃないんです、私ら一覧表をもろてませ

んから。先ほどお尋ねをしましたように、助役さ

んからわざわざ登記もしてると、こうおっしゃる

から、じゃ登記をしたとこはどこですかとお尋ね

してるんですね。

ただ、言っときますけども、私もたまたま現場

に同乗さしていただきました。事務所の中には、

車の中から見ただけですけれども、しかし、これ

は２億も３億もの仕事をするのに、実際常識から

いって、６畳の間１間みたいなところにいすを置

いたり、机を置いたり、それに塾の机があるとい

うことは、これはほんとにいかがなものだろうか

なという感じがしました、いずれにしても。事務

所がいいとか悪いとかという以前の問題ですよ。

これはやっぱり行政としてもきちっとしたことを

指導しないと問題がある。

それと、もう１つは、じゃ坂田建設の泉南営業

所の資材置き場とか、あるいは機材とか、あるい

は建築基準法等、あるいは指名する段階に当たっ

て技術者の資格要件とか、そういう関係はあそこ

で一切処理できるんですか。坂田建設のあの、僕

の目ではそんなに２０畳も３０畳も広い場所では

ないと思う。僕の目ではせいぜい１０畳かそこそ

このところに、塾はやってるわ、建設会社の事務

所はあるわというのは、ちょっとおかしいんじゃ

ないですか、そら。考え方としては。

だから、問題は事務所は事務所で、そういうこ

とで登記もしてるということですから、その登記

してる資料を出してほしいんですが、もう１つは、

問題は資材置き場とか建築資材置き場とか機材と

か、坂田建設はどんなものを持ってるんですか、



泉南営業所として。大阪支店全体としては僕はそ

んなことは聞けしまへんがな。

坂田建設泉南営業所としての契約ですから、も

ちろんその事業を全部自分とこでやらないかんと、

できればですよ。丸投げされたら困るわけですか

ら、ある意味では自分とこでやるような、そうい

う機材なり人材なり、あるいは機材置き場なりを

含めて、そういう確認まで、チェックまでなされ

てるんですか、ある意味では。ただ名刺を持って

きて、ああこれは坂田の人やなというような確認

だけではないと思いますけども、実際２億も３億

もの仕事を預ける場合は、御苦労なことですけど

も、やっぱりそういうチェックも私は必要ではな

いかなというふうに思うわけですね。

それと、私はもう長い間議員をさしてもらって

るんですけども、営業所と契約したという契約書

は生まれて初めてですよ、これ。そこにやっぱり

問題が これは林さんの御指摘もありましたが、

これがいい悪いは別にして、ただ僕の聞きたいの

は、今言ったことも含めて答弁してくださいよ。

問題は、この泉南営業所の所長の身分は一体ど

うなってるのか。先ほどのご答弁では、これは委

任状をもらってますと、本社の方から。委任状は

だれから出してるかちょっとわかりませんが、本

来１つの会社というのは会社法人であって、商法

によって重役についてはちゃんと登記もせないか

ん。役員についてもそうですけども、債権債務に

ついても、どれだけの役員がどうおるんだという

ことまで含めてやらなきゃならんでしょう。１枚

の紙切れで 紙切れといったらえらい失礼です

けども、１枚のペーパーで１つの会社の従業員に

支店なり本社の方から、おまえこれ預けると。一

切の請負工事はおまえがやれと。そらそういう場

合もあるでしょう。けど、役所としては、公的な

機関としては、きちっとした民法上確認をした上

で、その所長の立場、役職、法的ないろんな形の

すべて一切担う権限を請け負っとるかどうかです

ね。

会社ではこの人はどういう 例えば専務とか

常務とかというのがあると思うんですが、法的に

どういう申請をされてるんですか、これは。法人

登記を。それは泉南にもいろいろありますわな。
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郵便局というても、岡田の郵便局もあれば、局長

にしても泉南市の議会の事務局長もあるし、局長

もいろいろ違いまんがな。

そういう意味では、私は所長にしてもいろいろ

あるから、ほんとに２億も３億もの請負工事を、

公共工事を請け負う、えらい失礼な話ですけども、

この所長がそれだけの坂田建設の重要な位置にあ

るのかどうか、それを確認したいんです。

○議長（薮野 勤君） 前川契約検査課長。

○総務部契約検査課長（前川正博君） まず、所長

であります川畑氏の役員云々の件でございますが、

川畑氏につきましては役員ではございません。

それから、営業用の資材置き場云々のお話でご

ざいますが、私どもの方でも坂田建設さんの方が

市内に資材置き場等を確保されてるというのは、

現時点ではまだ確認さしていただいておりません。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 答弁者に申し上げます。答

弁漏れのないよう的確な答弁をお願いいたします。

前川契約検査課長。

○総務部契約検査課長（前川正博君） 申しわけご

ざいません。何度も大変失礼します。

委任の件に関しましては、坂田建設泉南営業所

長川畑氏に対しまして、坂田建設株式会社代表取

締役が契約等に関する全権委任の委任状を提出い

たしまして依頼しておりますので、よろしく御理

解のほどお願いいたします。

〔島原正嗣君「登記のやつ、まだ答弁してない

ですな。何平米登記してるのか。 してな

いんやったらしてないでええよ。間違うて言

うたんやと言うたらええ」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 前川契約検査課長。

○総務部契約検査課長（前川正博君） 何度も申し

わけございません。建物等に対する登記はござい

ません。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） その登記の問題ですね。

してないとおっしゃっとって、してると、こうい

う答弁があったんですけど、この議会に入った前

にも議論がありましたように、お互い正確を期す

るようにお願いをしないとね、議長。そら言い間



違いとか勘違いというのは、人間のことですから

ありますけども、一定のちゃんと調査をして、適

正な的確な答弁をしてもらわないと、時間も長く

なるし、もうこれ、きょうも８時なんですけども、

何も私たちは意地悪して時間を延ばす、そういう

ことではなくて、ごく当たり前のことをお聞きを

してるわけですから、行政は毎日、あなた方はそ

れが仕事で座ってるわけですからね。

我々の場合は、また一面別の仕事もありますし、

十分な勉強もできない部分が おたくら役人で

きちっとしたことを……。しかも、これは２億と

いう契約、市民の高額な税金を使って公共事業、

下水道に使うわけですから、何を聞かれても明確

な答弁をするということでやってほしいと、この

ように思います。何もあんたが勉強をしてないと

か、するとか、そういうことじゃなしに、正しい

ことを、まともなことをきちっと答えてほしいと、

そういうことなんですよね。

ただ、問題は、じゃ泉南支店の所長が一定の、

単に所長だというだけの資格のものが、ただ単に

支店なり本店なりの常務なり重役から、委任状を

社長からもろうてるということだけで、それじゃ、

それぞれ支店をつくって、あるいは出張所をつく

って、今後泉南市の工事請負契約というのはそう

いう方針に切りかえるのかどうか。

市内でも、市内の中の業者、工務店とか建設会

社がたくさんあるわけですけども、何々支店とい

うことをつくって、樽井支店なら樽井支店でよろ

しい。信達支店なら信達支店でよろしいが、そう

いう人たちが本社は例えば岡田にあるとか信達に

あるとか、その本社の社長から出張所に対して委

任状さえあれば、十分その指名を受けて入札の指

名を受ける、仕事ができるということになるのか

どうかですね。

ただ、私が心配するのは、今までずうっと入札

の関係をやられてるんですけども、どこの会社の

売上高が何十億と。坂田建設の場合は、売上高を

全部書いてるんですけども、２１０億程度売り上

げてるわけですね。私のお聞きしたいのは、じゃ

泉南の営業所の分として、初めての契約かどうか

わからんですけども、じゃ本来ならその泉南の営

業所の売上高をここに書くべきなんですよね、あ
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る意味では。そうでしょう。泉南の営業所と契約

するわけですから。

しかも、その方が請け負いされる社長代理とい

うんか、委任を受けた者と泉南市との関係は、や

っぱり法的にもきちっと詰めておかないと、銀行

でもつぶれる時代です。保険には確かに入ってる

と思うんですけども、そういうことだけできちっ

とした会社の役職を持っておられる方、例えば社

長なり代表取締役なり、そういう人たちと本来公

共工事は契約するべきではないですか。会社の中

の地位は、例えば係長とか、あるいは課長とか、

いろいろあると思うんですよ。けど、本来公共団

体が契約する相手については、きちっとした法人

格の、たとえ泉南営業所の所長であっても、坂田

建設に帰ればこの方は一定の債務についての責任

を持つ、こういうきちっとしたものがないと、こ

れは泉南市としてはどうかなと思いますよ。

ただ単に一介の所長が受けて悪いということは

ないんですけども、そういうことをやれば、これ

はやっぱり民法上、商法上、問題があるのと違い

ますか。その方がきちっとした、例えば売り上げ

をしたり、あるいは泉南営業所、あるいは本社に

帰れば、何回も言うようですけれども、常務取締

役とか、あるいはそれぞれの取締役という法人格

をとって、その経営に参画し、すべてに責任が負

えるという人と契約を結ぶのが当然じゃないんで

すか。私はそれを言うてるんですよ。

これは、行政からいえば何も問題ないといえば

そうかもわかりませんけれども、私はこの契約の

やり方というのはおかしいなと。会社の地位もわ

からない、名誉もわからない。ただ、泉南営業所

の所長ということだけだと。１枚のペーパーでお

まえに１００億の、あるいは５０億の仕事を請け

負わすのを任すということだけでいいのかどうか

ですね。これは、やっぱり私は考えるべきではな

いかと思うんですが、どうですか。

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 契約の相手方たる要件とい

うことでございますけれども、一応準市内という

考え方で先ほど担当課長が申し上げたような資格

要件をつくりながら、一定市内に営業所、事業所

を有するところについて指名をしていくというこ



とは現状やっておるわけで、それについていいか

悪いかという議論がたくさんあるのは、承知をい

たしております。

ただ、商法上、民法上というお話に限って申し

上げますと、今回その権限で委任状の確認をとる

ということで、全く問題はないというふうに思っ

ております。ただ、先ほど来御議論いただいてま

すように、実態の問題云々かんぬんということで

御批判はいただいておりますけれども、我々は実

態を確認をしておるということで答弁申し上げて

おりますが、議員おっしゃるとおり、会社そのも

ののもっと責任ある立場の人と責任ある契約をと

いう趣旨については、理解ができるというふうに

考えておりますが、今の準市内という考え方をす

る以上、営業所長ということで相手と契約をする、

しかもその権限については委任をされてるという

のを文書で確認をするということで足りるのでは

ないか。単に法律上だけの問題ではございますけ

れども、足りるというふうに確認をしたいという

ふうに思っております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 議長、時間も大分たって

ますから、もうそろそろ終わりにしますけども、

ただね、助役さん、ほんとに残念に思いますよ。

何も坂田建設の泉南出張所と契約を結んで悪いと

いうことは、だれも一言も言ってないわけです。

問題は、どんな方にも人格はありますよね。今言

う準市内業者の中にも、今ここに出てきてる以外

にたくさんありますよ。僕らもよう嫌味を言われ

ますわ。準市内いうて言われて、おれとこはいっ

こも仕事来えへんやないかいと、どないなってん

やと、おまえ。ありますよ。これが全部ここの中

に入ってるのと違いますよ、別にこの下水だけで

なくて全体の事業からいえば。この中に入ってる

のでも、ようとらん人はほとんどとってない。こ

れはその会社のかい性によりけりですけどもね。

そんな矛盾があるんですよ。公共事業というのは、

お互いにやっぱり分かち合って、競争もあります

けども、公平なやり方というものをお互いやるべ

きであるし、筋の通る請負契約をするべきだと。

私はもう何回も言いませんけども、今の坂田建

－１８８－

設泉南営業所のあり方、内容というのはよくわか

りませんけども、一見あの状況を見たら、あれは

とても２億も３億も公共事業を受けて市民のため

にお互い協調していこうという状況ではなかった

と。ない。一回見てみなはれ、今からでも遅くな

い。そんなもん、考えてみなさいよ。１つの６畳

か１０畳かの中を仕切って、片方は塾をやる、片

方は建設会社やというて机だけ置いて、こんなも

ん明らかに明々白々じゃないですか、実態は。

（林 治君（「でたらめや」の声あり）

私はでたらめとはよう言えへんけどね。至って

温厚なものですからね、自分を褒めるのもあほの

１つですけども、私はそういうことはよう言いま

せんけども、もっと理にかなった、だれが見ても、

だれが通ってそこに行っても、あ、さすがやなと。

これは５億や１０億の仕事はできるわというぐら

いの環境づくりを市は責任を持って指導すべきで

すよ。

そら、どこだって仕事は欲しいですよ、こんな

時代に。中小企業の親方は、毎日首つってころこ

ろ死んでる時代ですよ。死ぬのは勝手かもわから

へんけども、お互いやっぱり泉南市に税金を納め

て、１００万円の仕事でもええ、１０万円の仕事

でもいい、欲しいなという業者もいらっしゃいま

すよ、まじめに考えて。だから、そういう人たち

の立場も考えながら、市民の立場をお互いに代弁

する立場にあるわけですから、坂田さんとこのこ

とばかり言いますけども、もっときちっとしたこ

とをさしなはれと、してほしいと、そういうこと

ですよ、実態は。

僕は、とにかく議長ね、議長、あんたも樽井で

すけど、私は岡田ですわ。ある意味では、帰りが

けに一回見ておくなはれ。別に遠慮することない。

坂田建設を一回のぞいて、議長として見たらわか

りますが、これはちょっとひどいなというような

感じはだれでも受けますよ。何も私はこの機会に

文句言うたろというてわざわざ行ったのと違いま

すよ。行こうかいと言うから、私もちょっと行っ

てくるわと言って積んでもろたんですからね。当

然、議員としてこれだけの２億という仕事が出て

るわけですから、きちっと事実を見て、事実は小

説より奇なりということがあるわけですから、そ



ういうことをきちっと見て私は判断をしたい、こ

のように思います。

以上で僕の意見は終わります。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 一般原則でちょっと確認

したいことがございまして、これにかかわる問題

だと思うんでお聞きいたしますけれども、契約検

査課の実態調査というのは、かねがね私はしなき

ゃならないと思うんですよ。実際、こういう不況

になってくると、市内で従業員とか重機とか抱え

た業者が大変な思いをしているということも事実

でありますし、こういうきちっとした事務所なり

従業員なり重機を抱えた業者とそうじゃない業者

というのを同列に扱って、書類審査だけでやって

いいものかということは、これはやっぱり大きな

問題として、特にこういう不況に関しては必要で

あると思います。

市長も、僕は発言についてちょっと疑問を持た

していただいたのは、先ほど二、三年前に恐らく

稲留議員のことだったんじゃないかなと思うんで

すけども、あのときは、要するにそういうふうに

担当者が行っていいのかという話だったと思うん

で、あれは逆に実態調査に行ってはまずいという、

そういう話ではなかったと思うんですよ。

だから、それで実態調査しないということには

ならないと思いますので、その辺はちょっと、も

う一度今後の方向を含めて、実態調査はやっぱり

やるというふうな方向で打ち出していただきたい

なと。それは、やっぱり今後重要なことだと思い

ます。

いろんな市内業者優先とか、そういうことでは

申しません。それは技術力の問題とかいろいろあ

りますから、そういうことは申しません。ただ、

実際に従業員を抱えて、この不況期をどう乗り越

えようかという、泉南市にとってやっぱりこれか

ら貴重な業者として育成していかなきゃならない

とこは、きちっとしたことをしてあげるべきだと。

そのためには、やっぱり実態調査は必要であろう

と思いますので、その点に関してだけちょっとご

答弁いただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 先ほど来御議論いただいて

－１８９－

る中で、実態調査の必要性ということでございま

すけれども、これは当初、議案の最初にご説明を

さしていただいたかと思いますけれども、おっし

ゃるとおり、今経営審査の点数のあれにしても、

技術力を重視するという形で変更になっておりま

すし、それを担保していくための措置というのが

非常に厳しくなっております。ある意味で、不良

・不適格業者の排除という点で、その辺の確認を

市としてどうしていくのかということで、手始め

にこれは５月でございますけれども、５月に各業

者に対しまして、今後技術者についての確認です

ね。例えば雇用保険等の確認、こういうやつにつ

いても来年度からは添付させるというふうなこと、

あるいは現場の管理監督者がいないという状況が

あったときの措置ですね。これを厳しくしていく

というふうな形で、とりあえず対応していこうと

いうふうに考えているところでございます。

次に入ってきますのは、おっしゃるとおり実態

調査ということではございますけれども、まず我

々としましては、そういう技術者の関係、あるい

は現場監督者の関係等を確認しながら、１年１年

やっていきたいというふうに思っております。実

態調査の必要性については、痛感をしておるとこ

ろでございますので、とりあえず手始めとしてそ

ういう形からやらさしていだきたいということで

ございますので、御理解のほどお願いを申し上げ

ます。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） できるだけ速やかに、い

ろんな問題もあることはよくわかっておりますの

で、できるだけ速やかに対応していただけるよう

にお願い申し上げます。

以上で、いろいろありますけれども、一応終わ

らせていただきます。

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

林君。

○２２番（林 治君） 専決第３号、工事請負契

約について、反対の立場から討論をいたします。

既に質疑の中でも明らかになりましたように、

本来この程度の公共工事につきましては、市内業



者を優先する中で公正な入札を行うべきであると

ころであります。ところが、準市内の名をもって、

実際は市外業者を参入させ、それが市長の法人後

援会の７年度の清樟会正式会員であること、しか

も市が入札に参入させた準市内業者、特に落札業

者は、市内での営業の実態のないものであること

が明らかになりました。

準市内業者としての実態確認についての質疑の

中で、市の担当者の不適切で事実でない答弁は、

断じて許されないことであります。議会での質疑

に耐えられないこのような事態を引き起こしたこ

とを含め、本議案に反対をするものであります。

○議長（薮野 勤君） ほかにございませんか。

以上で本件に対する討論を終結いたします。

これより報告第２号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立少数であります。よっ

て報告第２号は、承認しないことに決しました。

お諮りいたします。本日の日程は全部終了いた

しておりませんが、本日の会議はこの程度にとど

め延会とし、明３０日午前１０時から本会議を継

続開議いたしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、明

３０日午前１０時から本会議を継続開議すること

に決しました。

本日はこれをもって延会といたします。

午後８時１１分 延会

（了）

－１９０－
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